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回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （百万円） 74,870 82,911 84,014 90,510 92,298

経常利益 （百万円） 8,552 10,471 9,605 9,154 10,178

親会社株主に帰属する
当期純利益

（百万円） 6,380 7,071 7,102 9,060 7,392

包括利益 （百万円） 11,045 8,432 17,819 4,554 11,988

純資産額 （百万円） 86,877 87,601 98,247 95,786 101,619

総資産額 （百万円） 118,963 121,682 135,627 128,161 129,884

１株当たり純資産額 （円） 3,018.44 3,089.48 3,463.30 3,403.14 3,640.75

１株当たり当期純利益 （円） 220.26 249.12 250.40 320.25 263.35

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 73.0 72.0 72.4 74.7 78.2

自己資本利益率 （％） 7.7 8.1 7.6 9.3 7.5

株価収益率 （倍） 9.2 15.8 18.7 11.7 14.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 9,044 9,341 11,926 7,751 10,310

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △7,380 △6,997 △2,665 △3,622 △7,048

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △3,245 △3,741 △9,469 △8,242 △9,363

現金及び現金同等物の
期末残高

（百万円） 33,063 33,494 35,045 30,843 25,844

従業員数 （人） 4,201 4,342 4,471 4,495 4,568

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

（注）１  潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２  株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から

控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算におい

て控除する自己株式に含めております。
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回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （百万円） 43,202 46,773 45,926 48,875 48,534

経常利益 （百万円） 6,490 10,644 8,824 7,285 6,730

当期純利益 （百万円） 5,556 8,897 7,885 8,265 6,516

資本金 （百万円） 8,150 8,150 8,150 8,150 8,150

発行済株式総数 （千株） 32,604 32,604 31,104 31,104 31,104

純資産額 （百万円） 56,692 56,824 63,905 60,405 61,996

総資産額 （百万円） 91,481 90,718 99,188 90,596 88,350

１株当たり純資産額 （円） 1,969.72 2,004.06 2,252.73 2,146.12 2,221.16

１株当たり配当額
（円）

143.00 250.00 250.00 186.00 191.00

（うち１株当たり
中間配当額）

（33.00） （120.00） （125.00） （90.00） （90.00）

１株当たり当期純利益 （円） 191.80 313.42 278.00 292.17 232.17

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 62.0 62.6 64.4 66.7 70.2

自己資本利益率 （％） 10.2 15.7 13.1 13.3 10.6

株価収益率 （倍） 10.6 12.6 16.8 12.8 16.9

配当性向 （％） 74.6 79.8 89.9 63.7 82.3

従業員数 （人） 730 738 748 758 780

株主総利回り （％） 121.8 243.0 298.3 256.3 277.9

（比較指標：配当込み
TOPIX）

（％） （102.0） （107.9） （152.5） （150.2） （202.2）

最高株価 （円） 2,216 4,170 5,020 4,855 4,300

最低株価 （円） 1,616 1,885 3,735 3,680 3,115

(2) 提出会社の経営指標等

（注）１  潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２  株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から

控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算におい

て控除する自己株式に含めております。

３  最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以

前については東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

４ 第111期の１株当たり配当額191.00円のうち、期末配当額101.00円については、2026年６月26日開催予定の

定時株主総会の決議事項となっております。
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1919年10月 神戸本社現在地において、故小田源蔵個人経営による木綿ベルトを主製品とする合資会社三ツ星商会を

設立

1932年10月 株式会社三ツ星商会を設立、同時に合資会社三ツ星商会を吸収合併

1935年６月 三ツ星調帯株式会社に改称

1936年３月 コンベヤベルトの製造開始

1937年６月 東京都中央区に東京支店を開設

1940年10月 Ｖ型ベルトの製造開始

1947年11月 香川県に四国工場を建設し、平型ベルトの製造開始

1957年５月 歯付ベルトの製造開始

1958年７月 大阪証券取引所に株式を上場

1961年５月 三ツ星ベルト株式会社に改称

1962年１月 愛知県小牧市に名古屋工場を建設し、各種ベルトの製造開始

1962年５月 東京証券取引所市場第１部に株式を上場

1963年７月 防水シートの製造開始

1965年４月 自動車内装部品の製造開始

1973年７月 自動車外装部品の製造開始

1973年11月 米国に子会社MBL (USA) CORPORATIONを設立、また、愛知県小牧市に子会社名星工業㈱を設立

1977年７月 シンガポール国に子会社MITSUBOSHI BELTING(SINGAPORE) PTE. LTD.を設立

1977年９月 ㈱三ツ星ベルト神奈川製造所より自動車内装・外装部品の製造設備等を譲り受け、神奈川工場として発

足

1980年４月 ＳＦ製品（エンジニアリング ストラクチュラル フォーム）の製造開始

1982年10月 ポリウレタン素材によるケミフレックス製品の製造開始

1984年７月 フィリピン国に関連会社MITSUBOSHI BELTING(PHIL.) CORPORATIONを設立

1986年９月 滋賀県に滋賀工場を建設（ケーブルコードの樹脂加工設備の増設）

1987年12月 タイ国に関連会社MITSUBOSHI BELTING(THAILAND) CO., LTDを設立

1988年３月 米国に子会社MBL (USA) CORPORATIONの製造部門として生産工場を建設

1988年９月 インドネシア国に子会社PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIAを設立

1997年３月 子会社MITSUBOSHI BELTING(SINGAPORE) PTE. LTD.がインドネシア国に設立した子会社PT. SEIWA 

INDONESIAの生産工場完成

1997年４月 子会社中部三ツ星㈱が子会社北陸三ツ星㈱及び子会社東海三ツ星㈱を統合し、子会社三ツ星ベルト中日

本㈱として営業開始

1998年６月 子会社中国三ツ星広陵㈱が子会社大阪三ツ星㈱を統合し、子会社三ツ星ベルト西日本㈱として営業開始

1999年２月 京都府綾部市に綾部生産システム開発センターを建設し、同施設を運営する子会社三ツ星ベルト技研㈱

を設立

2000年１月 神戸・東京両本社制の実施

2000年４月 神戸事業所内にテクノリサーチセンターを増改築

2000年６月 シンガポール国に子会社MOI TECH PRIVATE LIMITEDを設立

2000年10月 神戸市長田区の本店社屋を総合管理センターとして増改築し、神戸本社事務所を神戸市中央区から移転

2001年８月 子会社MOI TECH PRIVATE LIMITEDがポーランド国に子会社MOI Tech Europe Sp. z o. o.を設立

2001年10月 子会社三ツ星ベルト北日本㈱と子会社東京三ツ星工販㈱を統合し、子会社三ツ星ベルト販賣㈱として営

業開始

2001年11月 子会社MBL (USA) CORPORATIONよりケミフレックス事業を子会社MITSUBOSHI Chem. Corporationとして

分社

2002年６月 子会社MBL(EUROPE)B.V.が中国に子会社上海共星機帯国際貿易有限公司を設立

２【沿革】
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2003年１月 子会社MITSUBOSHI BELTING(SINGAPORE) PTE. LTD.と子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS 

PRIVATE LIMITEDの２社を事業統合

2003年１月 子会社三ツ星ベルト販賣㈱と子会社三ツ星ベルト中日本㈱と子会社三ツ星ベルト西日本㈱を統合し、子

会社三ツ星ベルト販賣㈱として営業開始

2003年４月 化成品神奈川工場を新設分割により、子会社共星工業㈱として分社

2003年７月 子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITEDがタイ国に設立した子会社STARS 

TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LIMITEDが製造開始

2003年10月 化成品事業の製造部門を吸収分割により、子会社名星工業㈱に分社

2003年10月 執行役員制度導入

2004年４月 子会社MOI TECH PRIVATE LIMITEDが中国に子会社蘇州三之星機帯科技有限公司を設立

2004年10月 化成品事業を新設分割により、子会社三ツ星ベルト化成品㈱として分社

2006年９月 子会社三ツ星ベルト化成品㈱の全株式を International Automotive Components Group Japan,LLCへ譲

渡

2007年12月 子会社MITSUBOSHI Chem. Corporationを清算

2010年11月 タイ国の子会社MITSUBOSHI BELTING(THAILAND) CO., LTDの事業を子会社STARS TECHNOLOGIES 

INDUSTRIAL LIMITEDに譲渡し、両社の事業を統合

2011年11月 子会社MBL(EUROPE)B.V.と子会社MBL Antriebstechnik Deutschland GmbH（現 Mitsuboshi Belting 

Europe GmbH）の２社を事業統合

2012年３月 子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITEDがインド国に設立した子会社MITSUBOSHI 

BELTING-INDIA PRIVATE LIMITEDが製造開始

2012年８月 子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITEDがベトナム国に子会社MITSUBOSHI BELTING 

VIETNAM CO., LTD.を設立

2013年１月 フィリピン国の関連会社MITSUBOSHI BELTING(PHIL.) CORPORATIONの保有株式全部を譲渡し、合弁を解

消

2013年１月 子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITEDと子会社MOI TECH PRIVATE LIMITEDの２社

を事業統合

2015年１月 子会社三ツ星ベルト樹脂㈱と子会社ミベック㈱の２社を事業統合

2021年３月 子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITEDがインドネシア国に子会社PT. MITSUBOSHI 

BELTING SALES INDONESIAを設立

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第１部からプライム市場に移行

2023年２月 子会社ネオ・ルーフィング㈱が日本水研㈱より土木防水工事に関する事業を譲受

2024年４月 韓国に子会社MITSUBOSHI BELTING KOREA CO., LTD.を設立

2025年４月 子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITEDがドバイに設立した子会社MITSUBOSHI 

BELTING MIDDLE EAST FZCOが事業開始
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３【事業の内容】

当社及び当社の関係会社（当社、子会社25社〈2026年３月31日現在〉により構成）において、ベルト、建設資材等

の製造及び販売等の事業活動を行っております。

当社グループの事業に係る位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。

なお、次の事業区分は「第５  経理の状況  １  連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項」に掲げるセグメ

ントの区分と同一であります。

〔国内ベルト事業〕

「国内ベルト事業」は、当社及び国内連結子会社が担当しており、日本国内で主として自動車用ベルト・産業機械

用ベルト・搬送ベルトなどを製造・販売しております。

当社（以下「三ツ星ベルト㈱」という。）を中心に、製造・加工については、子会社三ツ星ベルト工機㈱及び三ツ

星ベルトコンベヤ㈱ほかが行い、また、原材料であるケーブルコードの製造を子会社三ツ星コード㈱が行っておりま

す。また、三ツ星ベルト㈱は、生産システムの開発及び試作の一部を子会社である三ツ星ベルト技研㈱に委託すると

ともに、生産等の作業の一部については子会社エム・ビ・エル・総合サポート㈱に委託しております。販売について

は、子会社三ツ星ベルト販賣㈱を中心に行っております。

〔海外ベルト事業〕

「海外ベルト事業」は、海外連結子会社が担当しており、海外で主として自動車用ベルト・産業機械用ベルト・Ｏ

Ａ機器用ベルトなどを製造・販売しております。

製造・販売については、子会社MITSUBOSHI BELTING-INDIA PRIVATE LIMITED、MBL (USA) CORPORATION、STARS 

TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LIMITED、蘇州三之星機帯科技有限公司 、PT. SEIWA INDONESIA及びPT. MITSUBOSHI 

BELTING INDONESIAが行っております。販売については 、子会社MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE 

LIMITED、Mitsuboshi Belting Europe GmbH、上海共星機帯国際貿易有限公司、MOI TECH HONG KONG LIMITED及びPT. 

MITSUBOSHI BELTING SALES INDONESIAほかが行っております。

〔建設資材事業〕

「建設資材事業」は、建築用防水シート・土木用遮水シート及び関連製品の製造・販売、並びに土木防水工事を行

っています。

建築用防水シート・土木用遮水シートは、三ツ星ベルト㈱が製造・販売を行い、子会社ネオ・ルーフィング㈱が販

売・施工を行っております。土木防水工事は、ネオ・ルーフィング㈱が行っております。

〔その他〕

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エンジニア

リング ストラクチュラル フォーム、電子材料、サービス事業等を含んでおります。

エンジニアリング ストラクチュラル フォームは、子会社三ツ星ベルト樹脂㈱が製造を行い、三ツ星ベルト㈱等が

販売を行っております。

子会社エムエムコート㈱は、主として、構内の保安業務等を行っております。
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〔事業系統図〕

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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名称 住所

資本金
又は

出資金
（百万円）

主要な
事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

役員の
派遣状況

資金
援助

(百万円)

営業上の
取引

設備の
賃貸借当社

役員
(名)

当社
職員
(名)

（連結子会社）

※

MITSUBOSHI BELTING-INDIA 

PRIVATE LIMITED

インド国

マハラシュトラ

州

千インドルピー

3,550,000

海外

ベルト

100.00

(100.00)
2 1,000

当社製品の販

売及び製造委

託

なし

※

MBL (USA) CORPORATION

米国

イリノイ州

千米ドル

30,000
〃 100.00 1 〃 〃

※

STARS TECHNOLOGIES 

INDUSTRIAL LIMITED

タイ国

ラヨン県

千タイバーツ

1,200,000
〃

100.00

(5.08)
1 〃 〃

※

MITSUBOSHI OVERSEAS 

HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED

シンガポール国
千米ドル

30,000
〃

100.00

(31.12)
1

当社製品の販

売
〃

※

蘇州三之星機帯科技有限公司

中国

蘇州市

千米ドル

20,000
〃

100.00

(100.00)
1 3

当社製品の販

売及び製造委

託

〃

PT. SEIWA INDONESIA
インドネシア国

ブカシ市

千米ドル

6,000
〃

100.00

(100.00)
1 2

当社製品の製

造委託
〃

MITSUBOSHI POLAND Sp.z o.o.
ポーランド国

プルシュコフ市

千ユーロ

4,184
〃 100.00 1 183 〃 設備貸与

※

三ツ星ベルト技研㈱

兵庫県

神戸市
400

国内

ベルト
100.00 1 3

当社製品の製

造並びに当社

グループ生産

システムの開

発、試作

事務所・

工場貸与

PT. MITSUBOSHI BELTING 

INDONESIA

インドネシア国

タンゲラン市

千米ドル

3,000

海外

ベルト

100.00

(0.33)
2 2

当社製品の製

造委託
なし

PT. MITSUBOSHI BELTING SALES 

INDONESIA

インドネシア国

西ジャカルタ市

千米ドル

1,500
〃

100.00

(100.00)
1 2

当社製品の販

売
〃

Mitsuboshi Belting Europe 

GmbH

ドイツ国

ノイス市

千ユーロ

1,000
〃 100.00 1 91 〃 〃

※

三ツ星ベルト販賣㈱

東京都

中央区
98

国内

ベルト
100.00 5 〃 事務所貸与

※

三ツ星ベルト工機㈱

兵庫県

神戸市
98 〃 100.00 4

当社製品の製

造・加工委託

事務所・

工場貸与

ネオ・ルーフィング㈱
大阪府

大阪市
50

建設

資材
100.00 3 405

当社製品の販

売、施工
なし

三ツ星ベルト樹脂㈱
愛知県

小牧市
40 その他 100.00 4

当社製品の製

造委託・製造

工程の請負等

事務所・

工場貸与

上海共星機帯国際貿易有限公司
中国

上海市

千中国元

2,483

海外

ベルト

100.00

(100.00)
1 3

当社製品の販

売
なし

エム・ビ・エル・

総合サポート㈱

香川県

さぬき市
35

国内

ベルト
100.00 4

当社製造工程

の請負
事務所貸与

MOI TECH HONG KONG LIMITED 香港
千米ドル

307

海外

ベルト

100.00

(100.00)
2

当社製品の販

売
なし

三ツ星コード㈱
滋賀県

高島市
30

国内

ベルト
100.00 4

当社材料の製

造委託

工場

一部貸与

４【関係会社の状況】
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名称 住所

資本金
又は

出資金
（百万円）

主要な
事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

役員の
派遣状況

資金
援助

(百万円)

営業上の
取引

設備の
賃貸借当社

役員
(名)

当社
職員
(名)

三ツ星ベルトコンベヤ㈱
愛知県

小牧市
10

国内

ベルト
100.00 3 444

当社製品の製

造・加工委託

事務所・

工場貸与

エムエムコート㈱
兵庫県

神戸市
10 その他 100.00 1 3

構内の保安業

務等
事務所貸与

その他　４社

主要な損益情報等 MBL (USA) CORPORATION (1) 売上高 13,417百万円

(2) 経常利益 818百万円

(3) 当期純利益 575百万円

(4) 純資産額 9,569百万円

(5) 総資産額 11,720百万円

三ツ星ベルト販賣㈱ (1) 売上高 22,626百万円

(2) 経常利益 784百万円

(3) 当期純利益 521百万円

(4) 純資産額 4,169百万円

(5) 総資産額 11,094百万円

（注）１  主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２  「議決権の所有割合」欄の（  ）は間接所有割合で内数であります。

３  ※は特定子会社であります。

４  上記各社はいずれも有価証券届出書又は有価証券報告書の提出会社ではありません。

５  MBL (USA) CORPORATION及び三ツ星ベルト販賣㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除

く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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社 訓 今日に誇りを持ち、明日に希望を託し行動する

基 本 理 念 人を想い、地球を想う

経営基本方針 高機能、高精密、高品質な製品の提供を通して社会に貢献する

目 指 す 姿 “カガク”のチカラで人々の快適な暮らしを支える会社

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループ（当社及び連結子会社）の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは、次世代の産業分野のニーズに対応できる製品づくりの観点から「高機能、高精密、高品質な製

品の提供を通して社会に貢献する」ことを「経営基本方針」とし、また、社員一人ひとりが「今日に誇りを持ち、

明日に希望を託し行動する」を「社訓」としています。さらに、人にも地球にも優しい「人を想い、地球を想う」

を「基本理念」と定め、当社グループ全体が社会の発展とともに共存共栄していくことを指針とします。

また、100年の歴史で培った”カガク”の持てるチカラの深化に挑み、チャレンジする精神を重んじることでイ

ノベーションを生み出し、人々の快適な暮らしを支えつづける会社であることを目指しています。

(2) 経営戦略等

グローバルに目まぐるしく変化する経済環境のもとで、当社グループは世界のトップメーカーを目指し、企業体

質の強化を図るため計画的かつ着実に施策を推進してまいります。

①  基本理念「人を想い、地球を想う」のもと、ＳＤＧｓに取組み、環境との調和を目指した製品技術・生産技術

などの開発により技術領域を広げていくとともに、地球規模の視野に立った環境保全活動を行い、持続可能な

社会の実現に貢献できる企業づくりを推進いたします。

②  グループ全体の資本効率の向上を図り、今後もより一層、企業体質を強化いたします。

③  世界的な技術競争に対応するために、研究開発体制、技術力の強化を図り、基礎技術の蓄積と活用能力を高め

た製品開発のスピード化を推進いたします。

④  次世代を見定め、よりユーザーニーズに対応した高機能、高精密、高品質な製品を生産する製造ラインの実現

に向け、生産システム並びに研究開発の機能充実を図り、独自の優位性を持った新しい考え方を採り入れた生

産システムの確立に取組みます。

⑤  世界的なコスト競争に対応するために、世界最適生産体制の確立とコスト競争力のある体質づくりを目指して

取組みます。

⑥  生産、販売及び物流体制の強化を図るため、立地面の優位性、効率性を重視し、国内外を問わず拠点の再整備

を行い、引き続き一層の充実を図ります。

⑦  人材の確保と育成を図るため、新卒社員の採用並びに専門的知識と経験の豊富な人材の通年採用を積極的に進

めるとともに社員一人ひとりが多様で柔軟な働き方が実現できるよう働き方改革に取組みます。

(3) 経営環境及び優先的に対処すべき課題

先行きについては、見通しにくい国際情勢に加え、石油供給問題からのエネルギー価格の変動、原材料費の高

騰、サプライチェーンへの影響も懸念されており、事業環境は引き続き不透明で不確実性の高い状況が続くものと

見込まれます。

このような環境の中、中期経営計画最終年度となる2026年度は、変化にぶれない強い企業体質の確立を進め、

2030年度の「ありたい姿」の実現に向け、当該期間を成長加速期間として収益性、資本効率性、設備投資額、株主

還元、ＥＳＧの各々にＫＰＩを設定し、これらの達成に向け取り組んでおります。

基本理念「人を想い、地球を想う」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献できる企業づくりを

推進し、全てのステークホルダーに信頼される経営に努めてまいります。
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2026年度 ＫＰＩ目標

売 上 高 915億円

営 業 利 益 105億円

Ｒ Ｏ Ｅ ９％

想 定 為 替 レ ー ト １米ドル＝130.00円

(4) 目標とする経営指標

①  経営目標値

2030年度の「ありたい姿」

売上高：1,000億円    営業利益：130億円    ＲＯＥ：10％

『 '24中期経営計画 』（2024年度～2026年度）

②  株主還元に関する目標値

ＤＯＥの目安 5.4％程度（１株当たり配当金180円以上）、

「'24中期経営計画」期間中の自己株式取得30億円

③  ＥＳＧ

Ｓｃｏｐｅ１＆２国内８拠点

2026年度のＣＯ２排出量削減目標値 2013年度比 40％
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ａ．サステナビリティ会議構成

　　議　長　　　：　代表取締役社長

　　メンバー　　：　取締役兼執行役員４名、執行役員４名、部門長４

名

　　オブザーバー：　監査役 １名

　　事務局　　　：　コーポレートコミュニケーション本部

サステナビリティ推進室

ｂ．サステナビリティ会議体制

開催頻度　　：　１回／月

審議内容　　：　ⅰ) グループ全体のサステナビリティ課題戦略の

策定、進捗状況の監督及び助言

ⅱ) マテリアリティ・各実行課題の取組み状況に

関する討議

ⅲ) サステナビリティ課題の特定と取締役会への報告

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

(1) サステナビリティ経営の推進体制とマテリアリティ

①　サステナビリティ経営に対する考え方

　当社グループは、基本理念「人を想い、地球を想う」のもと、企業価値と社会価値のトレードオンを図るべ

く、ＥＳＧ経営の実践に取り組んでいます。2030年度の「ありたい姿」においては、「持続可能な社会の実現へ

の貢献（社会・環境・経済価値の向上）」を掲げ、特定したマテリアリティを主とする各ＥＳＧ課題の解決に取

り組んでいます。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

②　サステナビリティ経営の推進体制

　環境や社会に対する企業の果たすべき役割がより大きくなった現在において、当社グループが果たすべき役割

と存在意義を改めて見つめ直し、ＥＳＧ経営を迅速かつ効果的に実行することを目的として、2022年４月、代表

取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ推進委員会を設置しました。また、2024年７月にその役割と機能

の一層の強化を図るべく、同委員会を「サステナビリティ会議」として新たに位置付け、より実効性のある運営

体制としています。

　特定したマテリアリティについては、課題ごとに推進組織が設定され（推進組織は、各委員会、事業部門・関

係会社、またはサステナビリティ会議の直轄組織となるワーキンググループが担当）、各課題解決への取組み及

びＫＰＩ管理が行われています。それら取組みの進捗状況はサステナビリティ会議に報告され、同会議により、

監視・指示・判断・評価されています。また、サステナビリティ会議の活動内容は取締役会に報告されます。
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ｃ．サステナビリティ会議主要議題一覧

③　ＥＳＧ課題に関するマテリアリティ

　環境及び社会課題の解決を企業活動の前提条件と捉え、持続可能な社会の実現に貢献するため、取り組むべき

重点課題（マテリアリティ）を特定し、また実行施策ごとのＫＰＩを設定しました。

ａ．マテリアリティの特定プロセス

　ＳＤＧｓ、ＩＳＯ２６０００、ＧＲＩなどの国際的なガイドラインを参考にし、当社グループの事業環境・

事業構造を分析し、社会・環境に対する依存と影響の両面から当社グループが取り組むべき課題を抽出し、サ

ステナビリティ会議での審議を重ね、マテリアリティを決定（特定）しました。
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ｂ．当社グループのマテリアリティと取り組む課題・課題の施策一覧

※1　各課題のＫＰＩは当社ウェブサイトにてご確認ください。

https://www.mitsuboshi.com/sustainability/sustainability/

※2　2025年度より、「環境配慮型製品」を、より積極的な価値創出を示す「環境貢献型製品」へと名称変更

し、環境分野における取組みを一層強化しています。
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(2) 気候変動に関する取組み

　地球温暖化を原因とした様々な気候災害の発生頻度が増加し、被害の激甚化も年々進んでおり、当社グループ

は、“気候変動への対応”を経営における重要課題（マテリアリティ）として取り上げています。

　また、当社グループは、気候変動に係る取組みをより加速させるべく、2022年12月に「気候関連財務情報開示タ

スクフォース（ＴＣＦＤ）」提言への賛同を表明するとともに、賛同企業や金融機関が議論する場である、ＴＣＦ

Ｄコンソーシアム
※
に入会しました。

　気候変動に関する取組み強化を推進するとともに、ＴＣＦＤのフレームワークに基づいた適時・適切な情報開示

を行い、全てのステークホルダーの皆さまとのより一層のエンゲージメント向上を目指しています。

※
ＴＣＦＤコンソーシアムは、2026年４月１日より脱炭素成長型経済構造移行推進機構（ＧＸ推進機構）が事務局

を務める「ＧＸ フューチャー・コンソーシアム」に改組されました。

①　ガバナンス

ａ．気候変動関連のリスクと機会についての取締役会による監視体制

・　気候変動に関する経営の方向性については、サステナビリティ会議（［第２－２－(1)－②－ａ参照］）

において気候関連のリスク及び機会などを踏まえて取りまとめられた提言を取締役会に報告し、同会にて

意思決定・監督することとしています。

ｂ．気候変動関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営の役割

・　マテリアリティの各課題進捗については、課題ごとに決められた施策を担当する推進部門（事業部門、委

員会・関係会社またはワーキンググループ）からサステナビリティ会議へ実施状況が報告され、同会議に

てレビュー・監視・目標や課題の進捗確認が行われ、活動の継続的な改善を図っています。

・　マテリアリティのひとつである気候変動対応活動については、「ＣＯ２削減活動」、「省エネ活動」、

「環境貢献型製品の開発」、「サプライヤーの排出量管理」等がサステナビリティ会議において議論され

ています。2025年度でのサステナビリティ会議における主な議題は［第２－２－(1)－②－ｃ参照］に記

載の表のとおりです。

②　リスク管理

ａ．気候変動関連リスクの特定及び評価プロセス

・　気候変動関連リスクは、全ての事業部門・関係会社の責任者が参加して行うリスクアセスメントにより

様々な事業リスクの一つとして洗い出され、リスク管理委員会（取締役が委員長、全関係会社・事業部

門、及び本社全管理部門の責任者が委員）にて、発生の可能性と影響の大きさ（影響度： 大：10億円以

上、中：１億円～10億円、小：１億円未満／時間軸： 短期：～2026年、中期：～2030年、長期：～2050

年）から対応すべき重大リスクを特定しています。

ｂ．気候変動関連リスクの管理プロセス

・　事業部門及び関係会社の責任者は、特定したリスクを集約し、取り組むべき課題、対応施策、対応部門、

目標等を明確にして方針書に展開し、当社社長の承認を得ます。承認された方針書は、対応部門により実

行計画書に展開、事業部門・関係会社責任者の承認の後、実行に移されます。

・　実行の状況は事業部門・関係会社の責任者により監視・評価され、原則、年１回の頻度で社長に報告、レ

ビューを受け、その結果は次年度の方針書に反映されます。ＥＳＧ経営のマテリアリティ課題に対応した

施策の実施状況は、月１回の頻度で開催されるサステナビリティ会議に報告され、指示・評価されます。
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①　事業部門・関連会社にてリスクと機会の洗い出しを行い、発生

の可能性と影響の大きさから対応すべきリスクと機会を特定

②　リスク管理委員会にて、グループ全体で対応する重大リスクを

評価・特定、対応組織を指名

③　リスク管理委員会は対応組織の実施状況を監督・指示し、その

内容を取締役会に報告

※　図の重なり部分＝「ＥＳＧのマテリアリティに関わるリスク管

理」については、コンプライアンス、情報セキュリティを除き、

サステナビリティ会議が実施状況を監督・指示し、その内容を取

締役会に報告

ｃ．気候変動関連リスク管理と全体リスク管理の統合

・　リスク管理委員会の審議を経て決定された重大リスク案は、同委員会を通じて社長及び取締役会に報告さ

れます。決定された重大リスクに対する施策は、対応部門が所属する事業部門・関係会社の責任者により

日常の監視・評価が実施され、その内容はリスク管理委員会に報告されます。

・　2025年度は、気候変動を含む様々な要因による“自社の事業活動停止”と“サプライヤーの事業活動停

止”が、リスク管理委員会が実施するリスクアセスメントにおいて気候変動に関連したリスクとして特定

されています。事業部門・関係会社で実施されるＣＯ２排出量削減活動は、サステナビリティ会議により

監視・評価され取締役会に報告されています。

・　気候変動をはじめとしたＥＳＧのマテリアリティに係るリスクについては、サステナビリティ会議におい

て当該リスクに対する実施内容の進捗について管理を行っています。

③　戦略と実施状況

　気候変動が当社グループのバリューチェーンに与える将来的な影響及び気候変動対策の有効性検証を目的に、

脱炭素トレンドが強まり移行リスク・機会の影響が大きくなる「１．５℃上昇シナリオ」と、気候変動が大きく

進み物理的リスクの影響が強まる「４℃上昇シナリオ」の２つの気候変動シナリオに基づきシナリオ分析を実施

しました。シナリオ及びシナリオから洗い出したリスクと機会の詳細は、当社ウェブサイトの「サステナビリテ

ィ アーカイブ」をご参照ください。
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■Ｓｃｏｐｅ１～３構成比 ■Ｓｃｏｐｅ３,カテゴリ構成比

・　自動車の電動化の進展に伴うリスクと機会について

　自動車の電動化進展に伴い、2030年度までに内燃機関用ベルトの需要は2019年度と比べて約60億円減少す

る見通しですが、同期間において、自動車・電動ユニット用ベルト（ＥＰＢ、ＥＰＳ、ＰＳＤなど）や電動

２輪車向け後輪駆動用ベルトなどの販売拡大により約100億円の売上増を見込んでおります。自動車の電動

化進展を機会と捉え、持続可能な成長を実現できる製品の開発に努めてまいります。

［製品区分別・自動車業界向け売上計画］

・ＣＯ２排出量

　従来より取り組んでまいりました各事業所における太陽光発電設備の導入、再エネ電力への切り換え、重油

を燃料とする設備のガス化などの取組みを進めた結果、2025年度における国内拠点のＣＯ２排出量は26,086 t-

ＣＯ２e（対2013年度比　▲36.2％）となりました。海外拠点のＣＯ２排出量は44,058t-ＣＯ２e（対2013年度比 

▲22.2％）となっています。

　また、自社における排出量だけではなく、バリューチェーン全体での排出量削減の取組みにも注力していま

す。2025年度、当社グループのＳｃｏｐｅ３を含むバリューチェーン全体での排出量は416,592t-ＣＯ２eとな

りました。自社での排出削減活動に継続して取り組むと共に、特に、Ｓｃｏｐｅ３のうち構成比の高いカテゴ

リ１（購入した製品・サービス）の排出量について、取引先とも協業のうえ温室効果ガスの削減に取り組んで

まいります。2025年度は取引先の排出量管理を目的の一つとして、取引先ＥＳＧ情報管理ツールを導入し、主

要70社を対象としたＥＳＧ課題の実施状況に関するアンケート調査を実施しております。

　ＣＯ２排出量はＧＨＧプロトコルに従い、財務諸表と一致した範囲で算定しています。2025年度の生産活動

を伴わない営業拠点のＣＯ２排出量は800t-ＣＯ２eとなっており、グループ総排出量に占める割合が1.14％と総

排出量に与える影響が軽微であることから、ＧＨＧプロトコルの重要性の原則に基づき、排出量の算定範囲か

ら除外しています。

■2025年度ＣＯ２排出量の内訳（対象：当社グループ拠点、Ｓｃｏｐｅ１,２,３）

・インターナルカーボンプライシング

　当社グループでは、気候関連リスク・機会の定量的評価手法の一つとして、インターナルカーボンプライシ

ング（ＩＣＰ）の導入可能性を検討しています。現時点では制度の運用には至っていませんが、事業戦略や設

備投資判断への組み込みの可否を含め、今後も導入に向けた検討を継続します。
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マテリアリティ 取り組む課題 対象
2026年度

目標
2030年度

目標
2050年度

目標

脱炭素社会実現への

貢献

ＣＯ２排出量の削減

（2013年度比）

国内８拠点

Ｓｃｏｐｅ１及び２
40％削減 46％削減 ＣＮ達成

海外７拠点

Ｓｃｏｐｅ１及び２
27％削減 40％削減 ＣＮ達成

④　指標と目標

　当社グループでは、事業活動において重要な要素と位置付けているマテリアリティの１つに「脱炭素社会実現

への貢献」を挙げており、国内拠点に対しては、基準年度を2013年度とし、2026年度までに40％削減、2030年度

までに46％削減、そして2050年度までにカーボンニュートラルを達成するという長期目標を設定しています（対

象：国内８拠点、Ｓｃｏｐｅ１及び２）。また、海外拠点に対しては、基準年度を2013年度とし、2026年度まで

に27％削減、2030年度までに40％削減、2050年度までにカーボンニュートラルを達成する目標を設定しています

（対象：海外７拠点、Ｓｃｏｐｅ１及び２）。

(3) 生物多様性保全への取組み

　人類の活動による地球温暖化、環境汚染、乱開発、乱獲等により生物多様性が急速に失われつつあり、生態系の

維持が危機的な状況にあります。今、対応を怠れば、将来、生態系サービスを享受できないことにより社会全体が

大きなダメージを受け、ＳＤＧｓが目指す「持続可能な社会」が実現できなくなります。

　当社グループは、これまで地球温暖化の抑止に向けてＣＯ２排出量削減活動に取り組んでまいりましたが、生物

多様性の損失もまた、社会全体にとって地球温暖化と同じく重要性・緊急性の高いリスクであると認識し、マテリ

アリティとして「生物多様性の保全」を取り上げ、「気候変動への対応」、「水資源の保全」、「森林破壊の防

止」、「環境保全／環境汚染の防止」等に取組み、具体的な施策・ＫＰＩを設定のうえ種々の活動に取り組んでま

いります。

①　ガバナンスとリスク管理

　「生物多様性に関するガバナンスとリスク管理のプロセス」は「気候変動に関する取組み」と共通しておりま

すので、［第２－２－(２)－①］「ガバナンス」、［第２－２－(２)－②］「リスク管理」をご参照ください。

②　戦略

　サステナビリティ会議において、当社グループの事業活動と自然資本の「依存と影響」について調査、検討を

行い、国連等が提供するオンラインツールＥＮＣＯＲＥを使って検証を行いました。そして、ＴＮＦＤが推奨す

る開示フレームワークＬＥＡＰアプローチに従って「生物多様性の保全」に関するリスクと機会の洗い出し、ま

た、それらが当社グループの事業活動に与えるインパクト評価を実施し、その結果を戦略と目標に展開いたしま

した。

　当社グループの事業活動と自然資本の「依存と影響」の調査結果、事業活動と生物多様性にとっての重要な地

域との接点、設定しましたシナリオ及びシナリオから洗い出したリスクと機会の詳細は、当社ウェブサイトの

「サステナビリティ アーカイブ」をご参照ください。

　結果として、当社グループの生産活動は水に依存していること、伝動ベルトの原材料である天然ゴムは、栽培

地の拡大に伴い森林破壊の一因となっており、同様に綿についても水資源が逼迫している地域における栽培にお

いて、取水や農薬汚染等が水の需給バランスをさらに悪化させる要因となっていることなどを取り組むべき課題

として特定しました。

　水と当社グループの事業活動との関係は当社ウェブサイトの「サステナビリティ アーカイブ」をご参照くだ

さい。
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③　目標

　これまで当社グループでは、水の消費量を減らすために、日本に比べ取水環境の厳しい海外生産拠点を中心に

「冷却水循環システム」、「ミスト冷却システム」等を導入してまいりました。ゴム製品の生産においては、化

学反応によりゴム弾性を発現させる加硫工程が不可欠ですが、この工程では、ゴムに硫黄等を加え、高温

（100℃以上）で反応（加硫）させるため、熱源として水から生成した高圧蒸気を使用しています。また、加硫

後には冷却が必要であり、この冷却に水を使用しています。以上のように、加硫及び加硫後の冷却は、ゴム製品

を作るために欠かせない工程であり、水は欠かせない生態系サービスとなっています。このように当社グループ

の生産活動は水に依存し、水の供給不足は生産活動を抑制するリスクとなっているため、水の消費量を減らす活

動を行ってまいりました。

　当社グループ・国内生産拠点の取水量は、海外生産拠点の約2.7倍(2025年度実績)であり、特に国内生産拠点に

おける取水量の削減が急務となっておりますので、「国内拠点の取水量を2030年度 2021年度比50％削減する」を

目標にして「冷却水循環システム」の導入を中心とした削減活動に取り組んでまいります。既に「冷却水循環シス

テム」が導入されている海外生産拠点では生産量の増加に伴う取水量の増加が見込まれますが、「海外拠点の2030

年度の取水量原単位を2021年度と同等とする」を目標にして水消費効率の維持・改善を進めてまいります。

④　実施状況

■取水量削減活動

　2025年度の国内拠点の取水量は、名古屋工場において「水循環システム」の導入、全拠点で水消費効率の改善を

進めた結果、692千㎥（2021年度比 ▲21.1％）となりました。海外拠点の取水量原単位は、全拠点で水消費効率の

改善を進めた結果、13.33㎥/t（2021年度取水量原単位：16.77㎥/t）となりました。

国内拠点の取水量の推移

海外拠点の取水量原単位の推移
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特定した人権リスク 推進組織

児童労働、強制労働を伴う原材料（天然ゴム、綿等）の使用 サステナビリティ会議事務局＋購買部

■森林破壊防止活動

　当社グループでは、天然ゴムを使用しない製品仕様の開発は既に完了していますが、それらの製品では止むを得

ず一部再生可能ではない原材料を使用せねばならず、資源枯渇を考えた場合、天然ゴムは引き続き重要な役割を果

たす原材料であると考えています。一方で天然ゴムは、天然ゴム農園における森林破壊が懸念され、生物多様性を

棄損するリスクを有する原材料でもあります。

　当社グループは、天然ゴムをはじめとした主要原材料について 森林破壊及び自然生態系の転換に関与しないサ

プライチェーンの構築を企業の重要な責務と位置づけています。さらに、欧州森林破壊防止規則（ＥＵＤＲ）が求

める「森林破壊ゼロ」及び「合法性の確保」に対応するため、透明性の高いトレーサビリティとデューディリジェ

ンス体制を整備し、取引先と連携しながら生態系保全に貢献する調達体制を継続的に推進してまいります。

　2025年度、ＥＵＤＲは2025年12月30日が適用開始日とされていましたので、2025年９月までにＥＵ向け製品に使

用される天然ゴムを、100％、森林破壊に関与しない天然ゴムに切り替えることを目標として活動を行いました。

ＥＵＤＲの適用時期は2026年12月30日に延期されましたが、当社グループがＥＵ向け製品に使用する天然ゴムは、

2025年９月時点で、すでに100％、森林破壊に関与しない天然ゴムに切り替わっており、2026年度も継続してこの

供給体制を維持、改善していく計画です。

(4) 人権の尊重

■基本的な考え方

　三ツ星ベルトグループは、当社の事業活動に係る全ての人の人権を尊重することが社会及び当社グループの持

続可能な成長の最大の前提条件であると考えており、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」及びその他の

国際基準に基づきマテリアリティの１つに「人権と人格の尊重」を取り上げ、人権尊重の取組みを推進していま

す。

①　ガバナンスとリスク管理プロセス

　「人権と人格の尊重」に係るリスクはサステナビリティ会議のワーキンググループが実施する人権デューディ

リジェンス（人権ＤＤ）により特定され、サステナビリティ会議が指名する推進組織により人権リスクに対する

施策が実行されます。活動の進捗状況はサステナビリティ会議により監視・評価され、その内容はサステナビリ

ティ会議から取締役会に報告されています。

人権リスクは全社的なリスク管理プロセスにおいても特定されます（［第２-２-(２)-②］「リスク管理」をご

参照ください）。

②取組み状況

人権方針の制定と人権ＤＤ

　2023年１月、人権方針を制定するとともに、サステナビリティ会議のワーキンググループでの人権ＤＤ及びサ

ステナビリティ会議での議論により、当社のサプライチェーンを含む事業活動において、以下の人権リスクを特

定しました。2024年２月には、調達ガイドラインをウェブサイトに開示し、取引先に人権ＤＤ活動への協力を要

請しました。

人権方針、調達ガイドラインの詳細は、当社ウェブサイトの「サステナビリティ アーカイブ」をご参照くださ

い。

個別の人権課題への取組み

　当社は、人権ＤＤを通じて特定した人権リスクへの対応を強化するため、2025年度に「個別の人権課題への取

組み」を策定しました。本取組みでは、５つの観点（労働に関する権利、差別・ハラスメントの防止、プライバ

シーの保護、サプライチェーンと地域社会への配慮、救済と対話）から、当社が特定した人権リスクに対する考

え方及び取組みを整理・明示しています。

人権救済メカニズムの構築

　2024年度、当社はサステナビリティ会議において、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」が求める人権救

済メカニズム（グリーバンスメカニズム）の構築に向けた取組みを開始いたしました。2026年度も引き続き、よ

り実効性の高い仕組みの実現に向けて、具体的な取組みを進めてまいります。
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サプライチェーンエンゲージメント

　2024年度、取引先ＥＳＧ情報管理ツールを導入し、主要30社を対象とした人権課題を含むＥＳＧ課題の実施状

況に関するアンケート調査を実施し、調査結果説明会を開催いたしました。2025年度には調査対象を主要70社へ

拡大し、本調査を通じて、サプライチェーンにおける人権リスクや課題の把握を進めるとともに、サプライヤー

との対話を通じた改善に取り組んでいます。

　2024年度からＥＵの「欧州森林破壊防止規則（ＥＵＤＲ）」に対応し、天然ゴムサプライヤーを対象にＥＵＤ

Ｒに準拠した天然ゴムの供給が可能であるかどうか（森林破壊、児童労働、強制労働に関与していないか）調査

を実施しています。ＥＵＤＲの適用開始は当初予定から延期されましたが、当社はＥＵＤＲの趣旨である人権尊

重及び環境負荷低減を重要と考え、適用に先行する形で対応を進めています。2025年度は、調査結果を踏まえ、

ＥＵＤＲに準拠した天然ゴムの供給を受け、製品の製造を開始しました。
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３【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

(1) 経済状況の変化について

当社グループは、自動車産業、一般産業、農業機械産業、情報機器関連産業、建設資材産業等における機能部品

を開発、製造し、提供する企業であり、日本、アジア、米国、欧州等を主要な市場としております。従って、各々

の業界での需要の変化並びに各々の地域での需要や経済状況の変化によって影響を受ける場合があります。

主力製品である伝動ベルトは、自動車産業、一般産業、農業機械産業、情報機器関連産業向けを中心として納入

しており、その各々の業界での需要の低下や設備投資の減少により、結果として、ベルト及び関連製品を提供する

当社製品の需要が減少する場合があり、業績に影響を受ける場合があります。

また、当社グループが販売する伝動ベルトは、その約71％を海外で生産しており、今後も海外への依存度が高ま

ることから、海外における経済の影響を受ける場合があります。

戦争やテロ、暴動、災害、伝染病等により、経済活動に急激な打撃を受けた場合、その間、需要が低迷すること

が想定されますが、材料の調達や顧客への製品の納入が困難となることも想定されます。従って、当社グループ

は、顧客への製品納入体制の充実を図るため、全世界での生産体制の見直しなど様々な対策を既に講じています

が、必ずしも全てのリスクを回避し得るとは限りません。

以上のようなことから、業界の動向や国内・海外の経済状況により、当社グループの業績や財務状況に影響を与

える可能性があります。

(2) 感染症の蔓延による異常事態について

当社グループは、様々な産業に向けて製品を製造し、提供する企業であり、日本、アジア、米国、欧州等を主要

な市場としているため、新型コロナウイルス感染症のように世界全体に広がり影響が及ぶ状況の中では、世界全体

の社会経済活動が停滞し、当社グループの財政状態や経営成績等に影響を受ける可能性があります。

このような状況の中、当社グループでは、勤務体制の見直しやテレワーク等を積極的に推進するとともに、リス

ク管理委員会の活動を通じて、感染拡大防止マニュアルの標準化やＢＣＰの策定により事業リスクの最小化を図る

べく取り組んでおります。また、取引先との情報交換の体制強化を図り、厳しい状況下にあってもより良い体制が

とれるよう、事業活動を推進してまいります。

(3) 自動車産業から受ける影響について

当社グループの売上のうち、自動車産業への販売による依存度は約47％に及んでいることから、特定の自動車メ

ーカーの系列に属さないものの、自動車産業の景気低迷、顧客企業の業績不振、顧客の部品調達方針の変更あるい

は大規模な自然災害による被災など、当社が管理できない要因により影響を受ける可能性があります。

自動車産業をはじめ全ての顧客に対し、顧客満足度を維持、向上させるための経営に取り組んでいますが、これ

らの状況の変化により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

なお、電動化の進展については、常に動向を注視し、内燃機関用ベルトの需要減少を中長期的なリスクとして捉

え、電動化対応製品の開発等を進めております。

(4) 情報セキュリティへの対応について

サイバー攻撃や情報漏えい等のリスクに対応するため、情報セキュリティ体制の整備・強化に継続的に取り組ん

でおります。情報セキュリティ方針を定めるとともに、全社横断的な推進体制となる「情報セキュリティ委員会」

を設置し、リスクの把握及び分析、対策の検討・実施を行っております。

また、システム面での防御対策に加え、従業員教育や外部委託先の適切な管理を通じて、情報資産の保護に努め

るとともに、万一のインシデント発生時に迅速に対応できる体制を整備し、事業継続への影響を最小限に抑えるよ

う努めております。
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(5) 材料の調達について

当社グループの生産拠点は、製品の製造に伴う主要原料であるゴム、帆布、繊維、樹脂など様々な材料を必要と

しており、これらの調達については、安定して調達できること、安価であること、品質上問題がないことなどを考

慮し、仕入業者を分散して調達しております。なお、リスク管理委員会の活動を通じて、重要な材料・加工品は、

特定の取引先に過度に依存することがないように複数社購買のための準備を図っており、また、取引先に対しＢＣ

Ｐの策定を要請しております。

しかしながら、原油をはじめとする資源価格の高騰局面にあっては、主要原料の市況価格が上昇し、その調達コ

ストが大きく押し上げられることによって、製造原価が大幅に上昇する可能性があります。また、海外からの原材

料の調達や海外拠点への原材料供給において輸出入規制等の変更が安定的、効率的調達の阻害要因となる可能性も

あります。

以上のことから、当社グループが柔軟に原材料の調達ができない場合や、調達コストが著しく上昇する場合に

は、業績に影響を与える可能性があります。

(6) 為替レートの変動について

当社グループは、日本、アジア、米国、欧州等を中心として製品の生産、販売活動を行っております。各地域の

販売活動は輸出も含んでおり、通常取引の上での為替の変動リスクに加え、取引の結果として保有する外貨預金、

売掛金及び貸付金等の外貨建資産が為替変動の影響を受ける可能性があります。

また、連結財務諸表作成の過程で全て円換算することから、換算時の為替レートにより現地通貨の価値に変動が

なくても円換算後の価値に影響を受ける可能性があります。他の通貨に対する円高は、当社グループにとっても業

績のうえで影響を受けることとなります。

当社グループは、為替リスクを軽減し、これらをできる限り回避するため様々な施策を講じていますが、短期的

な影響には対応できないケースも少なくないことから、業績や資産価値の下落などに影響を与える可能性がありま

す。

(7) 国内外の事業活動における公的規制について

当社グループは、事業を展開する各国において、輸出入に関する規制、関税に関する規制、事業や投資に関する

規制等、様々な制限を受けており、また、独占禁止、特許、租税、廃棄物処理・リサイクルなど環境等の様々な法

的な規制も受けております。従って、これらの経営環境に当社グループの事業活動が柔軟に対応できない場合に

は、コストの増加や海外進出をしている国からの事業の撤退を余儀なくされる可能性があり、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。

(8) 製品の品質について

当社グループは製品品質の維持向上を図るため、顧客要求基準及び当社グループ基準に基づいた厳しい品質管理

体制をとっておりますが、万一、欠陥品や顧客クレームが発生した場合に備え、当社グループの損失を最小限にと

どめるための損害保険を付保しております。

しかしながら、保険の適用対象とならない事態に至った場合には、当社グループの業績や財務状況に影響を与え

る可能性があります。

(9) 自然災害等のリスクについて

当社グループの生産拠点において地震・水害等の自然災害による壊滅的な損害を受けた場合には、顧客への製品

の供給が困難となり、売上高の減少や修復に伴う一時的な巨額の費用負担が発生する可能性があります。このよう

な災害に備えるため、海外の生産拠点に対するバックアップも含めた国内外の生産体制の整備を図るとともに、リ

スク管理委員会の活動を通じて、製品の納入等に対するリスク回避のための検討を行い、大規模事故・災害が発生

後、早期に顧客への製品供給対応が図れるよう、体制の強化・充実に取り組んでおります。

しかしながら、このような取組みにも拘わらず、一時的な操業の中断や納入遅れの発生、修復に係る多大な費用

の発生により、業績に影響を受ける可能性があります。

また、当社グループの生産拠点が損害を受けない場合でも、主要顧客が自然災害による壊滅的な損害を受けた

り、サプライチェーンの寸断などで生産停止あるいは減産を余儀なくされる事態に至れば、売上の減少により業績

に影響を与える可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①  財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における国際経済は、終結の見通しが立たないウクライナ情勢や不透明な米国の通商政策、長

引く中国経済の低迷に加え、イラン情勢の悪化を背景とした中東地域の緊張の高まりや石油供給を巡る懸念の拡

大により、先行き不透明感が一段と強まりました。

このような環境のなか、当社グループでは、変化にぶれない強い企業体質の確立を進め、2030年度の「ありた

い姿」の実現に向け、2024年度から2026年度までの３年間を計画期間とする「'24中期経営計画」を2024年５月

14日に公表いたしました。当該期間を成長加速期間として収益性、資本効率性、設備投資額、株主還元、ＥＳＧ

の各々にＫＰＩを設定し、これらの達成に向け取り組んでおります。

当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

ａ．財政状態

総資産は、前連結会計年度末比1,722百万円増加の129,884百万円となりました。

負債は、前連結会計年度末比4,110百万円減少の28,265百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末比5,833百万円増加の101,619百万円となりました。

ｂ．経営成績

当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高92,298百万円（前連結会計年度比2.0％増）、営業利益

8,678百万円（前連結会計年度比2.8％減）、経常利益10,178百万円（前連結会計年度比11.2％増）、親会社株

主に帰属する当期純利益は、7,392百万円（前連結会計年度比18.4％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

国内ベルト事業の売上高は28,975百万円（前連結会計年度比3.0％増）、セグメント利益は7,338百万円（前

連結会計年度比8.8％減）となりました。

海外ベルト事業の売上高は50,787百万円（前連結会計年度比4.5％増）、セグメント利益は4,474百万円（前

連結会計年度比36.2％増）となりました。

建設資材事業の売上高は6,769百万円（前連結会計年度比16.4％減）、セグメント利益は88百万円（前連結

会計年度比87.4％減）となりました。

その他の売上高は5,765百万円（前連結会計年度比1.6％増）、セグメント利益は364百万円（前連結会計年

度比27.9％増）となりました。

②  キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して、収入が2,559百万円増加し、10,310百万

円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が2,284百万円減少したものの、投資有価証券売

却益が2,250百万円、売上債権の増減額が1,701百万円、棚卸資産の増減額が1,087百万円それぞれ減少したこと

によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して支出が3,425百万円増加し、7,048百万円の

支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が773百万円増加し、投資有価証券の売却によ

る収入が2,211百万円減少したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して支出が1,120百万円増加し9,363百万円の支

出となりました。主な要因は、配当金の支払額が857百万円減少したものの、短期借入金の純増減額が2,303百万

円減少したことによるものです。

営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額に為替換算差額1,100百万円を加算し、現金及

び現金同等物の減少額が4,999百万円となり、これに期首残高30,843百万円を加算した結果、現金及び現金同等

物の当連結会計年度末残高は25,844百万円となりました。
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セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％）

国内ベルト事業 28,831 6.5

海外ベルト事業 32,457 △2.9

建設資材事業 3,411 △20.3

その他 2,921 25.1

合計 67,621 0.7

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

国内ベルト事業 33,175 4.3 3,116 11.5

海外ベルト事業 51,706 6.2 4,669 24.5

建設資材事業 6,448 △33.9 2,556 △26.2

その他 895 7.8 122 30.2

合計 92,225 1.3 10,464 3.6

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

国内ベルト事業 28,975 3.0

海外ベルト事業 50,787 4.5

建設資材事業 6,769 △16.4

その他 5,765 1.6

合計 92,298 2.0

③  生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１  金額は、販売価格によっております。

２  上記の金額には、外注製品受入高は含まれておりません。

ｂ．受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

ｃ．販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
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前連結会計年度 当連結会計年度 増減

総資産額 （百万円） 128,161 129,884 1,722

純資産額 （百万円） 95,786 101,619 5,833

自己資本比率 （％） 74.7 78.2 3.5

１株当たり純資産額 （円） 3,403.14 3,640.75 237.61

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①  財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

1)  財政状態

当連結会計年度末は、現金及び預金の減少等により流動資産が2,312百万円減少、建物及び構築物の増加等

により固定資産が4,035百万円増加したことから、総資産は前連結会計年度末比1,722百万円増加の129,884百

万円となりました。

負債は、短期借入金の減少等により流動負債が3,655百万円、長期借入金の減少等により固定負債が454百万

円それぞれ減少したことから、前連結会計年度末比4,110百万円減少の28,265百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が2,143百万円、その他有価証券評価差額金の増加等によりその他の包括利益累計額

が4,596百万円それぞれ増加した結果、前連結会計年度末比5,833百万円増加の101,619百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の74.7％から78.2％に上昇しました。

前連結会計年度との比較は下記のとおりであります。

2)  経営成績

イ  売上高

売上高は、前連結会計年度と比べ2.0％増加の92,298百万円となりました。

国内ベルト事業の売上高は、前連結会計年度と比べ3.0％増加の28,975百万円となりました。自動車部品

分野では、売上高が減少しました。新車向け電動ユニット（ＥＰＳなど）駆動用ベルトの販売は堅調に推移

しましたが、補修向け純正品の販売が減少したため、前年を下回る結果となりました。

産業機械分野では、売上高が増加しました。伝動ベルトの販売が農業機械、ロボット向けの需要復調によ

り増加しました。また、樹脂コンベヤベルトの販売も物流業界向けを中心に順調に推移しました。

海外ベルト事業の売上高は、前連結会計年度と比べ4.5％増加の50,787百万円となりました。自動車部品

分野では、売上高が増加しました。四輪車向け電動ユニット（ＥＰＳなど）駆動用ベルトや、電動二輪車向

け後輪駆動用ベルトなどの電動化対応製品の販売が堅調に推移しました。加えて、補修向けの販売について

も、二輪車用変速ベルトを中心に各地域において増加しました。

産業機械分野では、売上高が増加しました。農用市場における新製品の投入や新規顧客の獲得策が奏功し

ました。また、東南アジアでは市中在庫の調整が進みました。

建設資材事業の売上高は、前連結会計年度と比べ16.4％減少の6,769百万円となりました。建築分野向け

では、施工現場の人手不足の影響を受け、売上高が減少しました。土木遮水分野向けでは、前年に比べ大型

の工事物件が少なかったことから、売上高が減少しました。土木防水分野向けでは、浄水場関連の工事物件

が寄与し、売上高が増加しました。

その他の売上高は、前連結会計年度と比べ1.6％増加の5,765百万円となりました。報告セグメント以外の

その他には、エンジニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、仕入商品などが含まれておりま

す。電子材料分野では、半導体及び電子部品向けの導電性ペースト材の新規用途の開拓や新規顧客の獲得が

奏功し、売上高が増加しました。
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計画 実績 計画比

売 上 高 890億円 922億円
32億円

（103.7％）

営 業 利 益 86億円 86億円
0億円

（100.9％）

D O E 5.4％程度 5.4％ 0.0ポイント

１株当たり配当金 186円 191円 5円

ロ  売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、前連結会計年度と比べ2.8％増加の64,176百万円となりました。また、販売費及び一般管理

費は前連結会計年度と比べ1.5％増加の19,443百万円となり、営業費用全体では前連結会計年度と比べ2.5％

増加の83,619百万円となりました。

ハ  営業外損益

営業外損益は、前連結会計年度の225百万円の収益（純額）に対し、当連結会計年度は1,500百万円の収益

（純額）となりました。

金融収支が、前連結会計年度の878百万円の収益（純額）に対し、当連結会計年度は913百万円の収益（純

額）と改善し、その他営業外損益項目は前連結会計年度の652百万円の損失（純額）から当連結会計年度は

587百万円の収益（純額）となりました。

この結果、経常利益は前連結会計年度と比べ11.2％増加の10,178百万円となりました。

ニ  特別損益

特別損益は、前連結会計年度の3,518百万円の利益（純額）に対し、当連結会計年度は209百万円の利益

（純額）となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度と比べ18.0％減少の10,388百万円となりました。

ホ  親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比べ18.4％減少の7,392百万円となりました。

これにより、１株当たり当期純利益は前連結会計年度の320円25銭に対し、当連結会計年度は263円35銭と

なりました。

3)  経営成績に重要な影響を与える要因等

当社グループは、自動車産業、一般産業、農業機械産業、情報機器関連産業、建築・土木産業への売上高が

グループ全体売上高に対して大きな割合を占めていることから、これらの産業は環境の変化も大きく、また、

競争も激しいため常に厳しい経営環境と言えます。

当社グループの経営に影響を与える主な要因としては、国内・海外の市場動向、為替動向、資材費の動向、

諸外国の政策方針に伴う輸出入規制の動向などがあげられます。

こうした中でも、当社グループは、グローバル市場における競争に勝ち残っていくとともに、財務基盤を強

化し、ユーザーニーズに対応した高機能、高精密、高品質な製品を提供できるものづくりを目指し、「品質を

作り、品質を売る」という創業の精神のもと、グループ全体の強固な経営基盤を確立すべく、取り組んでいき

ます。

経営環境の変化に対応できるよう、常にムダを省き、合理化、生産性向上を推進し、厳しい環境下でも利益

が確保できる体質を構築していきます。

また、当社グループは海外との取引が約半分を占めることから、計画段階での想定レートを厳しく設定し、

経営に大きな影響が及ばないよう配慮して取り組んでいます。さらに、海外との取引上の規制等の問題につい

ては、グループの現地法人との定期的な会合等を通じて、情報共有に努めています。

4)  経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

「第２  事業の状況  １  経営方針、経営環境及び対処すべき課題等  (4) 目標とする経営指標」に記載し

ている中期３か年計画『'24中期経営計画』の２年目となる2025年度の達成・進捗状況は以下のとおりです。

2025年度
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5)  セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

〔国内ベルト事業〕

自動車部品分野では、売上高が減少しました。新車向け電動ユニット（ＥＰＳなど）駆動用ベルトの販売は

堅調に推移しましたが、補修向け純正品の販売が減少したため、前年を下回る結果となりました。

産業機械分野では、売上高が増加しました。伝動ベルトの販売が農業機械、ロボット向けの需要復調により

増加しました。また、樹脂コンベヤベルトの販売も物流業界向けを中心に順調に推移しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は28,975百万円（前連結会計年度比3.0％増）、セグメント利益は7,338

百万円（前連結会計年度比8.8％減）となりました。

また、セグメント資産は70,582百万円（前連結会計年度比11.3％増）となりました。

〔海外ベルト事業〕

自動車部品分野では、売上高が増加しました。四輪車向け電動ユニット（ＥＰＳなど）駆動用ベルトや、電

動二輪車向け後輪駆動用ベルトなどの電動化対応製品の販売が堅調に推移しました。加えて、補修向けの販売

についても、二輪車用変速ベルトを中心に各地域において増加しました。

産業機械分野では、売上高が増加しました。農用市場における新製品の投入や新規顧客の獲得策が奏功しま

した。また、東南アジアでは市中在庫の調整が進みました。

以上の結果、当セグメントの売上高は50,787百万円（前連結会計年度比4.5％増）、セグメント利益は4,474

百万円（前連結会計年度比36.2％増）となりました。

また、セグメント資産は62,807百万円（前連結会計年度比8.5％増）となりました。

〔建設資材事業〕

建築分野向けでは、施工現場の人手不足の影響を受け、売上高が減少しました。土木遮水分野向けでは、前

年に比べ大型の工事物件が少なかったことから、売上高が減少しました。土木防水分野向けでは、浄水場関連

の工事物件が寄与し、売上高が増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は6,769百万円（前連結会計年度比16.4％減）、セグメント利益は88百

万円（前連結会計年度比87.4％減）となりました。

また、セグメント資産は3,282百万円（前連結会計年度比10.4％減）となりました。

〔その他〕

報告セグメント以外のその他には、エンジニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、仕入商品な

どが含まれております。電子材料分野では、半導体及び電子部品向けの導電性ペースト材の新規用途の開拓や

新規顧客の獲得が奏功し、売上高が増加しました。

その他の売上高は5,765百万円（前連結会計年度比1.6％増）、セグメント利益は364百万円（前連結会計年

度比27.9％増）となりました。

また、セグメント資産は5,547百万円（前連結会計年度比7.4％減）となりました。

（注）  上記の各セグメントにおける売上高は外部顧客への売上高を記載しており、セグメント利益はセグメン

ト間取引消去前の金額を記載しております。

なお、セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。

②  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

1)  キャッシュ・フローの状況

「第２  事業の状況  ４  経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析  (1) 経

営成績等の状況の概要  ②  キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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2)  資本の財源及び資金の流動性

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としておりま

す。運転資金及び設備資金については、自己資金又は金融機関からの借入により資金調達することを基本と

し、このうち、借入による資金調達に関しては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金

は長期借入金で調達しております。一方で、キャッシュ・マネジメント・システムによりグループ内での余剰

資金の有効活用を図っております。

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は2,674百万円でありま

す。また、現金及び現金同等物の残高は25,844百万円となっております。

③  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者は適正な連結財務諸表を作成する責任を有しており、

以下の確認を行っております。

また、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なもの

については、「第５  経理の状況  １  連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項 （重要な会計上の見積

り）」に記載のとおりであります。

ａ．有価証券

投資その他の資産に計上している有価証券は、当社の保有目的に基づき、子会社・関連会社株式及びその他

有価証券に適切に分類し、会計処理しております。減損処理にあたっては、その他有価証券で上場株式につい

て、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理の対象とし、30％から50％ま

でのものについては当該会社の資産状況、金額の重要性等を勘案して必要と認められる額を減損処理の対象と

しております。また、非上場株式については、純資産額が50％以上下落した場合に減損処理の対象としており

ます。

ｂ．棚卸資産

棚卸資産は、棚卸資産の評価に関する会計基準に基づき適切に評価しております。

ｃ．営業債権

営業債権は、貸借対照表日以前の売上から生じた債務者に対する正当な債権であり、貸借対照表日後に出荷

したもの、委託又は試用販売のために出荷したもの等に係る債権は含めておりません。また、貸借対照表日後

に発生すると予想される貸倒損失に対して適正な引当金を計上しております。

ｄ．繰延税金資産

適正な法人税等及び法人税等調整額を計上しております。繰延税金資産に関しては将来の回収可能性を十分

に検討し回収可能な額を計上しております。

ｅ．工事契約における収益認識

工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除き、履行

義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、

履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積り工事原価総額に対する発生原価の割合で算定しておりま

す。

ｆ．固定資産の減損

固定資産のうち減損の兆候のある資産又は資産グループについて、回収可能価額に基づき減損の判定を行っ

ております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画

や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、減損処理が必要

となる可能性があります。
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５【重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

当社グループ(当社及び連結子会社)は「高機能、高精密、高品質な製品の提供を通して社会に貢献する」を経営基

本方針に掲げ、新規技術の開発、周辺技術の研究を通じて基盤技術の一層の充実を図り、総合的かつ多角的なシミュ

レーション技術を積極的に活用し、多様で変化の速いユーザーニーズにタイムリーに対応するとともに、環境貢献型

製品、高生産性、さらには経営基本方針に謳われた高機能、高精密、高品質な製品開発を目指して、材料、設備、工

法、評価方法等を含めたトータルな研究開発活動を行っております。

現在、研究開発は当社の研究開発本部、技術本部並びに各グループ会社の開発部門との連携により推進されており

ます。また、大学や研究機関との共同研究並びに他社との共同開発を密接な連携・協力のもとに推進し、先進技術の

研究開発を効果的に進めております。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は3,332百万円であります。

なお、研究開発費については、各部門に配分できない基礎研究費用722百万円が含まれております。

(1) 国内ベルト事業

主に当社及び三ツ星ベルト技研㈱が中心となって、これまで培ってきたベルトに関する材料技術や製品評価・解

析技術をベースとして高機能を追求した伝動、搬送システムについて研究開発を行っております。当連結会計年度

の主な研究開発成果としては、四輪車向け電動ユニット（ＥＰＳなど）駆動用タイミングベルト、補機駆動用高付

加価値システム製品、二輪車・多用途四輪車・パーソナルモビリティ向け後輪駆動用製品、高伝動容量タイミング

ベルト『スーパートルクG PLUS』、耐候性に優れた『光透過性樹脂コンベヤベルト』等をあげることができます。

当セグメントに係る研究開発費は2,118百万円であります。

(2) 海外ベルト事業

国内ベルト事業と同じく、主に当社及び三ツ星ベルト技研㈱が中心となって研究開発を行っております。当セグ

メントに係る研究開発費は、国内ベルト事業に係る研究開発費に含まれております。

(3) 建設資材事業

建築用防水材・土木用遮水材及び関連副資材に加え、建設作業員不足に対応するための製品・工法の研究開発も

行っております。

当セグメントに係る研究開発費は115百万円であります。

(4) その他

当連結会計年度の主な研究開発成果としては、抵抗ペースト、社内生産ラインの自動化装置等をあげることがで

きます。

当セグメントに係る研究開発費は376百万円であります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

設備投資につきましては、新物流棟、新施設棟建設、新工場ベルト設備、自動車用関連設備、ゴム混練設備など、

総額10,042百万円であります。

(1) 国内ベルト事業

国内ベルト事業では、総額7,573百万円の設備投資を実施いたしました。

この主なものは、新物流棟建設に4,048百万円、新施設棟建設に412百万円、新工場関連設備に643百万円、自動

車用関連設備に344百万円、ゴム混練設備に164百万円であります。

(2) 海外ベルト事業

海外ベルト事業では、総額1,614百万円の設備投資を実施いたしました。

この主なものは、STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LIMITEDにおける機械設備に683百万円であります。

(3) 建設資材事業

建設資材事業では、総額19百万円の設備投資を実施いたしました。

(4) その他

その他では、総額691百万円の設備投資を実施いたしました。

(5) 全社共通

全社共通部門では、総額143百万円の設備投資を実施いたしました。
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2026年３月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構築物

機械装置
及び

運搬具

土地

その他 合計
面積
（㎡）

金額

神戸本社
（神戸市）

全社共通
研究用設備・
その他設備

649 243 2,831 327 716 1,936 460

東京本社
（東京都中央区）

全社共通 その他設備 11 － － － 6 18 37

名古屋工場
（愛知県小牧市）

国内ベルト ベルト製造設備 3,020 0 56,012 58 0 3,078 34

国内ベルト 樹脂製造設備 116 0 1,286 1 － 117 1

建設資材 建材製造設備 30 0 6,396 6 － 36 2

四国工場
（香川県さぬき市）

国内ベルト ベルト製造設備 1,442 2,109 25,983 668 745 4,964 191

神戸事業所
（神戸市）

国内ベルト ベルト製造設備 389 165 6,978 88 510 1,153 20

神戸事業所
（神戸市）

国内ベルト 連結会社賃貸資産 275 － 14,004 756 － 1,031 35

綾部事業所
（京都府綾部市）

国内ベルト 連結会社賃貸資産 1,099 60 45,889 1,160 784 3,104 －

2026年３月31日現在

会社名
事業所名

（所在地）
セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地

その他 合計
面積
（㎡）

金額

三ツ星ベルト
技研㈱

綾部生産システム
開発センター
（京都府綾部市）

国内ベルト
生産システム開
発、試作用設備

64 1,672 － － 199 1,936 278

三ツ星ベルト
工機㈱

本社工場
（神戸市）

国内ベルト プーリ加工設備 58 225 － － 20 304 69

２【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

（注）１  帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具備品及び建設仮勘定の合計であります。

２  現在休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

（注）１  帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具備品及び建設仮勘定の合計であります。

２  現在休止中の主要な設備はありません。
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2026年３月31日現在

会社名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構築物

機械装置
及び

運搬具

土地

その他 合計
面積
（㎡）

金額

MITSUBOSHI BELTING-INDIA 
PRIVATE LIMITED
（インド国）

海外ベルト ベルト製造設備 1,563 93 (79,800) － 400 2,057 585

MBL (USA) CORPORATION
（米国 イリノイ州）

海外ベルト ベルト製造設備 319 1,150 121,422 109 163 1,743 187

STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL 
LIMITED
（タイ国）

海外ベルト ベルト製造設備 260 2,139 42,572 262 442 3,105 599

蘇州三之星機帯科技有限公司
（中国）

海外ベルト ベルト製造設備 309 586 (37,200) － 421 1,317 113

PT. SEIWA INDONESIA
（インドネシア国）

海外ベルト ベルト製造設備 236 1,495 (32,000) － 613 2,345 650

PT. MITSUBOSHI BELTING 
INDONESIA
（インドネシア国）

海外ベルト ベルト製造設備 113 755 (9,520) － 90 959 445

(3) 在外子会社

（注）１  帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産及び建設仮勘定の合計であります。

２  連結会社外から賃借している土地の面積については（  ）で外書しております。

３  現在休止中の主要な設備はありません。

- 32 -



会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額
資金調達

方法

着手及び
完了予定年月

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

提出会社

滋賀工場
（滋賀県高島市）

国内ベルト
ベルト製造
設備の充実

1,152 － 自己資金 26.03 27.04

四国工場
（香川県さぬき市）

全社共通 工場再整備 1,058 394 自己資金 24.09 27.04

滋賀工場
（滋賀県高島市）

国内ベルト
ベルト製造
設備の充実

610 － 自己資金 25.09 27.07

四国工場
（香川県さぬき市）

国内ベルト
ベルト製造
設備の充実

451 － 自己資金 25.11 27.10

三ツ星ベルト技研㈱
綾部生産システム開
発センター
（京都府綾部市）

国内ベルト
ベルト製造
設備の充実

453 － 自己資金 25.05 27.10

三ツ星ベルトコンベヤ㈱
名古屋工場
（愛知県小牧市）

国内ベルト
ベルト製造
設備の充実

381 － 自己資金 25.07 27.07

MITSUBOSHI BELTING-
INDIA PRIVATE LIMITED
（インド国）

本社工場
（インド国）

海外ベルト
ベルト製造
設備の充実

738 26 自己資金 25.04 27.11

３【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

（注）  完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難なため、記載を省略しております。

(2) 重要な設備の除却等

金型等の工具類の継続的な更新に伴う除却がありますが、その他重要な設備の除却等の計画はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 130,000,000

計 130,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2026年３月31日）

提出日現在
  発行数（株）

（2026年６月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 31,104,198 31,104,198
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数は100株で

あります。

計 31,104,198 31,104,198 － －

②【発行済株式】

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2024年２月７日（注） △1,500 31,104 － 8,150 － 2,037

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）  発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
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2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況

（株）
政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

1 22 28 273 150 60 30,755 31,289 －

所有株式数
（単元）

1 81,471 2,276 31,665 32,029 78 161,921 309,441 160,098

所有株式数の
割合（％）

0.00 26.32 0.74 10.23 10.35 0.03 52.33 100 －

(5)【所有者別状況】

（注） 1．自己株式 3,136,309株は、「個人その他」に31,363単元及び「単元未満株式の状況」に ９株含めて記載し

ております。

2．株式付与ＥＳＯＰ信託口所有の当社株式 56,283株は、「金融機関」に 562単元及び「単元未満株式の状

況」に83株含まれております。

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式

数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除

く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託
口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号 3,924 14.03

㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,170 4.18

星友持株会 神戸市長田区浜添通４丁目１番21号 1,132 4.05

㈱日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 806 2.88

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
（常任代理人  日本マスタートラスト信
託銀行㈱）

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

（東京都港区赤坂１丁目８番１号）
686 2.45

三ツ星ベルト社員持株会 神戸市長田区浜添通４丁目１番21号 557 1.99

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 542 1.94

三信㈱ 東京都中央区八丁堀２丁目25番10号 500 1.79

ＫＩＳＣＯ㈱ 大阪市中央区伏見町３丁目３番７号 412 1.48

小田　芳裕 神戸市東灘区 340 1.22

計 － 10,073 36.02

(6)【大株主の状況】

（注）１  上記のほか当社所有の自己株式3,136千株があります。
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2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 3,136,300

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,807,800 278,078 －

単元未満株式 普通株式 160,098 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 31,104,198 － －

総株主の議決権 － 278,078 －

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）1.  「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式付与ＥＳＯＰ信託口所有の当社株式 56,200株（議

決権562個）が含まれております。

2.  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 ９株及び株式付与ＥＳＯＰ信託口所有の当社株式

83株が含まれております。

2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

（％）

（自己保有株式）

三ツ星ベルト㈱

神戸市長田区浜添通

４丁目１番21号
3,136,300 － 3,136,300 10.08

計 － 3,136,300 － 3,136,300 10.08

②【自己株式等】

（注）　株式付与ＥＳＯＰ信託口所有の当社株式 56,200株は、上記自己株式等の数に含めておりません。

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

１．役員・従業員株式所有制度の概要

　当社は、2024年８月に、一定の要件を満たす当社従業員（以下「対象従業員」という。）を対象とした、

従業員向け株式インセンティブ・プランとして、株式交付制度（以下「本制度」という。）を導入しており

ます。

　本制度では、株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ＥＳＯＰ信託」とい

う。）と称される仕組みを採用しており、ＥＳＯＰ信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に

基づき、対象従業員に交付するものです。

２．従業員に取得させる予定の株式の総数

57,000株

３．当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社の従業員のうち、株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】    会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株

式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年11月10日）での決議状況

（取得期間　2025年11月11日～2026年１月30日）
350,000 1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 261,900 999,905,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 88,100 95,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 25.2 0.0

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 25.2 0.0

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 294 1,082,675

当期間における取得自己株式 68 269,810

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

（注）  当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他
（単元未満株式の買増請求による売渡）

－ － － －

その他（譲渡制限付株式報酬による自己株
式の処分）

26,772 52,900,401 － －

保有自己株式数 3,136,309 － 3,136,377 －

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）１  当事業年度におけるその他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）は、2025年７月14日に実施した

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。

２   保有自己株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託口所有の当社株式 56,283株を含めておりません。

３  当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含めておりません。
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決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2025年11月10日
2,540 90

取締役会決議

2026年６月26日
2,824 101

定時株主総会決議（予定）

３【配当政策】

当社は、成長投資への原資を確保したうえでの株主還元の充実を実現し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を

図ることを資本政策の基本方針としております。

また、2024年５月14日公表した'24中期経営計画（2024年度～2026年度）においては、株主還元としてＤＯＥの目

安を5.4％程度（１株当たり配当金180円以上）とする旨をＫＰＩ目標としています。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金の配当の決定機

関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の期末配当につきましては、上記の基本方針及び当事業年度の業績並びに財務状況等を総合的に勘案い

たしまして、１株につき101円（中間配当を含め191円）とする予定であります。

内部留保資金については、顧客に対するより良い品質の製品の提供、コスト競争力の強化等のための技術開発並び

に設備の新設・更新のための投資に必要であり、このことは、将来の利益を確保し、株主への安定的な配当に不可欠

であると考えております。

また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。期末配当に関する配当金の総額2,824百万円及び１

株当たり配当額101円につきましては、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主の信頼を確保し、企業の社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営

上の最重要課題のひとつであると考えています。

この考えの下、事業環境や市場の変化に迅速かつ柔軟に対応して業績向上に努めていくとともに、経営の効率

性・透明性を維持・向上させるため、次の基本方針に基づき、経営に対する監督機能や内部統制体制の強化など

に取組み、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

〔基本方針〕

(1) 株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保することに努める。

(2) ステークホルダー（株主・顧客・従業員・地域社会等）の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努め

る。

(3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。

(4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。

(5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ  企業統治の体制の概要

当社は、提出日現在において社外取締役３名を含む取締役８名から構成される取締役会、社外監査役２名を

含む監査役３名から構成される監査役会を置く監査役会設置会社であります。取締役会において、重要事項に

関する意思決定等を行い、取締役の業務執行に対する監督を行っており、重要事項に関しては、取締役会の開

催前に十分な事前協議を行うために、経営会議を開催しております。

なお、任意の仕組みとして、経営陣の選任・解任・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明

責任を強化することを目的とした人事・報酬諮問委員会（委員３名以上で構成し、その過半数を独立社外取締

役とする任意の諮問委員会）を設置しております。

また、当社は執行役員制度を導入しており、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執

行体制の強化を図り、経営の効率性を追求しております。

ロ  企業統治の体制を採用する理由

当社の監査役会は３名で構成されており、そのうち２名が社外監査役であります。各監査役はそれぞれの経

験・実績に基づく幅広い知識・高い見識と多角的な視点により、取締役の業務執行に対する監視を行っており

ます。

当社において、監査役は取締役会等の重要会議に出席するほか、会計監査人、内部監査等を担当する部門等

と密接に連携することで、経営判断プロセスに関する正確な情報を適時に入手できる体制を構築しておりま

す。監査役がこれらの情報等に基づき、公正・客観的な視点による監査や取締役の業務執行に対する意見・助

言を行うことから、経営の客観性を十分に確保することができるものと考えております。

なお、当社では、社外取締役３名が選任されており、これらの独立性のある社外取締役と社外監査役によ

り、更なる経営の透明性・健全性が確保され、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が図られるものと考え

ております。これらに加えて、当社では、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するために執行

役員制度を導入していることから、取締役会による監督機能の強化や業務執行責任の明確化が図られ、十分な

統制環境が整備されているものと考えております。

③  企業統治に関するその他の事項

  業務の適正を確保するための体制の整備についての基本方針及び当該基本方針の運用状況の概要

当社の取締役会決議により制定しております「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体

制の整備」（内部統制システムの整備に関する基本方針）の内容（最終改定  2015年４月28日）及び当該体制

の運用状況（2025年４月１日以降は2026年３月31日までの期間）は、以下のとおりであります。
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(1)　コンプライアンス　－　法令・定款への適合体制

当社及び当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

〔基本方針〕

当社は、“三ツ星ベルトグループ行動基準”を制定し、当社及び当社の子会社の役員及び従業員は、法令・

定款及び当社の基本理念を遵守した行動をとるべき旨定める。また、当社は、社長が指名する担当役員を委員

長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社の役員及び従業員への研修等のコンプライアンス活動を推進

するとともに、その推進状況を社長及び取締役会に報告し、継続的改善を図る。また、当社の子会社について

は、その独立性を尊重し、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その事業

に適用のある法令及びその定款を遵守すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社を支援すべき旨

定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、法令又はその定款に違反し、又は、そのおそれが

あるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。さらに、当社は、当社及び当社の子会社の法令・定款違

反若しくはそのおそれ等に関する当社及び当社の子会社の役員又は従業員からの通報窓口として「三ツ星ヘル

プライン」を社外弁護士事務所に設置し、運用する。

これらの体制により、当社及び当社の子会社の法令又は定款違反の発生防止並びに早期発見・自浄解決を図

る。

同時に反社会的勢力との関係が生じないように関係機関の協力を得ながら対処する。

〔運用状況の概要〕

“三ツ星ベルトグループ行動基準”を制定（2022年に改定）しており、引き続き、その周知・浸透に取り組

んでおります。コンプライアンス推進活動については、その重点実施事項として、「①独占禁止法・競争法

（カルテル・不公正な取引方法、物流特殊指定）、中小受託取引適正化法、フリーランス保護法、建設業

法」、「②契約規律・外資規制」を取り上げて、これらに関するコンプライアンス教育・啓発活動（階層別教

育、機能別教育、国内・海外拠点への情報展開・共有、実態把握、意見交換等）に取り組むとともに、社長が

指名する担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会において、それらの進捗状況等を確認・協議等のう

え、社長及び取締役会にそれぞれ報告しております。

また、当社の子会社において、法令・定款の違反等により当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実

又はそのおそれが生じた場合、「関係会社管理規程」に基づき、その事実等を当社へ速やかに報告することを

義務づける体制を維持・管理し運用しております。

さらに、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とした、社外の法律事務所（弁護士）を窓口とす

る内部通報制度「三ツ星ヘルプライン」を設置し、その周知を図るとともに、当社又は国内グループ会社の役

員・従業員による不正行為等の早期発見と是正を図っております。

反社会的勢力による不当要求が発生した場合の統括部署を本社総務部とし、外部の専門機関との連携と関連

情報の収集に努めております。

(2)　情報の保存・管理

当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

〔基本方針〕

当社における取締役の意思決定及び職務執行に関する情報の管理体制については、取締役会議事録並びに各

決裁願書等の作成、保管等を会社法及び当社「文書管理規程」等に基づき行うことにより構築する。

〔運用状況の概要〕

取締役の職務執行に係る情報である取締役会議議事録や決裁願等については、会社法及び「文書管理規程」

等に基づき、保管・管理しております。

(3)　事業リスク管理　－　損失危険の管理

当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

〔基本方針〕

＜当社＞

当社は、社長が指名する担当役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、事業活動に重大な影響のある

重大リスクとその対応責任部署を明確にし、リスクへの対応活動を推進するとともに、その推進状況を社長及

び取締役会に報告し、継続的改善を図る。

＜当社の子会社＞

当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その経営に著しい損害を

及ぼすおそれのある重大なリスクについて適切に管理すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社

を支援すべき旨定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、かかる重大リスクが発現し、又

は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。
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〔運用状況の概要〕

＜当社＞

社長が指名する担当役員を委員長とするリスク管理委員会において、当社グループの事業活動に重大な影響

を与える重大リスクとして、「①自社事業活動の停止」（事業継続計画ＢＣＰの策定と運用、自然災害・倒

産・大規模事故等の発生後に、早期に顧客への製品供給対応が図れる体制の構築）、「②原材料・副資材の供

給停止（代替候補品の選定、取引先での供給停止リスク低減）を特定、対応責任部署を明確にし、それらの対

応策に取り組むとともに、これら事業リスク管理活動の進捗状況等を確認・協議等のうえ、社長及び取締役会

にそれぞれ報告しております。

＜当社の子会社＞

当社の子会社の経営に著しい損害を及ぼすおそれのある重大なリスクについて、当社は、適宜その支援を行

っております。また、当社の子会社において重大リスクが発現し、又は、そのおそれがあるときは、「関係会

社管理規程」に基づき、その事実等を当社へ速やかに報告することを義務づける体制を維持・管理し運用して

おります。

(4)　職務執行の効率性の確保

当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

〔基本方針〕

＜当社＞

当社は、執行役員制の導入により、経営の意思決定と執行の役割分担を明確にするとともに、取締役及び執

行役員による各々の担当職務を毎年一度見直し、決定することにより効率的執行を図り、また、「責任権限規

程」その他の社内規程に基づく権限委譲により、各担当役員が、迅速、適正かつ効率的に職務を執行すること

ができる体制をとる。

＜当社の子会社＞

当社は、当社の経営方針及び指示事項を定め、当社の子会社は、それらを踏まえて経営計画を策定し、当社

の承認を得る。当社は、当社の子会社の業績の推移状況を確認・評価するとともに、必要に応じて当社の子会

社を指導する。

〔運用状況の概要〕

＜当社＞

執行役員制の下、経営の意思決定と執行の役割分担を明確にし、取締役及び執行役員による各々の担当職務

を毎年見直すことにより、効率的執行を図っております。

また、「責任権限規程」等に基づく権限委譲により、迅速、適正かつ効率的に職務を執行することができる

体制を維持・管理し運用しております。

＜当社の子会社＞

当社の経営方針に基づき、各子会社はその経営計画を策定し、社長がこれを承認し経営活動を行っておりま

す。また、当社は、各子会社から毎月提出される経営報告書によりモニタリング・指導等を行うとともに、当

社取締役会へ定期的に経営状況の報告を行っております。

(5)　自社への報告体制

1）当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

〔基本方針〕

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社について、当社の主管部門が統括・管理することに

よって、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を構築するとともに、当社の監査部が当社の子会社

の監査を定期的に実施し、牽制する体制を維持する。

また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」を、経営の重要課題に掲げ、当社グループを挙

げてこれに取り組む。

〔運用状況の概要〕

当社は、当社の子会社を統括・管理することによって、当社の子会社における業務の適正を確保するための

体制を維持・管理し運用するとともに、監査部において、当社グループの年間監査計画を作成し往査を実施し

ております。

また、当社は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」の評価を実施するとともに、会計監査人

による監査を受けております。
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2）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

〔基本方針〕

当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社に対し、その業績その他の重要な情報について、当

社への定期的な報告を義務づける。また、当社は、同規程において、当社の子会社に法令・定款の違反や重大

リスクの発現など当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合について、当

社の子会社に対し、かかる事実等の当社への速やかな報告を義務づける。

〔運用状況の概要〕

当社は、各子会社より毎月度の経営報告書の提出を受け、各子会社の損益状況と問題点を把握しておりま

す。

また、当社の子会社に法令・定款の違反や重大リスクの発現等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼ

す事実又はそのおそれが生じた場合についても、その事実等を報告するように義務づけております。

(6)　監査役の補助使用人

1）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

〔基本方針〕

当社は、「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」を制定し、監査役は、会社に対して監査役の職

務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）を置くことを要請することができる旨及び監査役が

かかる要請をした場合の補助使用人に関する事項を定める。

〔運用状況の概要〕

監査役会の要請に基づき、2021年１月１日に監査役室を設置し、兼務の補助使用人を明確にしております。

2）補助使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該補助使用人に対する監査役の指示の実効性の

確保に関する事項

〔基本方針〕

当社は、「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」において、補助使用人の任命及び異動について

は、事前に監査役と協議の上決定すべきこと、また、補助使用人の人事評価又は懲戒については、監査役の意

見を聴取の上決定すべきことを規定するとともに、同規程において、補助使用人は、監査役の指示する業務を

行うに際しては、もっぱら監査役の指揮命令に従うべき旨を定める。

〔運用状況の概要〕

「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」に基づき、監査役室（補助使用人）の任命・異動・人事

評価等については、監査役の意見を考慮しており、また、監査役室（補助使用人）は、監査役の指示する業務

を行うに際しては、監査役の指揮命令に従っております。

(7)　監査役への報告体制

当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役・使用人等が当社の監査役に報告するための体制等並び

に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

〔基本方針〕

当社は、当社監査役の取締役会への出席及び当社監査役の管理部門との定期的な意見交換会の実施、並び

に、重要案件に関する決裁書類及び当社の子会社の経営成績の状況に関する定期報告書等を当社監査役の閲覧

に供することにより、当社の監査役に対して報告を行うものとする。また、当社の子会社から当社の監査役へ

の報告に関しては、当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、その業績その他の重要な情報

を当社の監査役にも併せて報告すべき旨規定する。また、当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締

役、監査役、使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について個別に報告を求められたときは、当

社監査役に報告するものとする。当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人

は、当社の監査役に報告したことを理由として、当該報告者に対して不利な扱いをしてはならない。さらに、

当社は、当社グループの内部通報制度「三ツ星ヘルプライン」に関して、「三ツ星ヘルプライン利用規程」に

おいて、ヘルプライン対応責任者は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人から内部通報があった

旨受付窓口より連絡を受けたときは、その内容（軽微なものを除く）について、当社の監査役に対して報告す

べき旨規定する。

〔運用状況の概要〕

「内部統制システムの整備に関する基本方針（監査役への報告に関する体制等）」に従い、維持・管理し運

用しております。
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(8)　監査役の職務執行にかかる費用

当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用

又は債務の処理に係る方針に関する事項

〔基本方針〕

当社は、「監査役監査規程」において、各監査役は、その職務執行上必要と認める費用を事前又は事後に当

社に対して請求することができること及び当社はその円滑な事務処理のため予算を措置する旨の方針を定める

とともに、かかる費用処理の手続を規定する。

〔運用状況の概要〕

監査役会の要請に応じて、その必要とする費用を予算として設置するとともに、個別の費用処理について

は、各監査役の請求に応じて処理しております。

(9)　監査役による監査の効率性

その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

〔基本方針〕

当社は、「監査役監査規程」において、監査役は、同規程に基づき監査を実施すべき旨定めるとともに、監

査役は、当社監査部及び会計監査人との連携を強化することによって、その監査の実効性を確保すべき旨規定

する。

〔運用状況の概要〕

監査役と会計監査人及び監査部との連携を目的として、四半期毎に監査役と会計監査人及び監査部の３者間

（三様監査会議）で意見交換を図っております。
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・  責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める

額としております。

・  役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員

等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が業務に起因して損

害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。

ただし、被保険者の故意による法令違反に起因して生じた損害等は塡補されないなど、一定の免責事由を定

めることにより、役員等の職務遂行の適正性が損なわれないように措置を講じております。また、保険料は当

社が全額負担しております。

・  取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

・  取締役の選任及び解任の決議要件

（取締役の選任の決議要件）

当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めて

おります。

（取締役の解任の決議要件）

当社は、株主総会における取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

・  取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ  自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

ロ  中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年９月30日を基準日とし、取締役会の決議によ

って中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。

・  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に

定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営

を行うことを目的とするものであります。
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氏名 開催回数 出席回数

池  田      浩 14 14

熊  﨑  敏  美 14 14

又  場  敬  司 14 14

倉  本  信  二 14 14

竹  田  和  浩 14 14

奥  田  真  弥 14 14

三  宅  由  佳 14 14

辻      泰  弘 14 14

氏名 開催回数 出席回数

池  田      浩 9 9

倉  本  信  二 9 9

奥  田  真  弥 9 9

三  宅  由  佳 9 9

辻      泰  弘 9 9

・  取締役会の活動状況

当事業年度において、当社は、取締役会を概ね月１回開催しており、個々の取締役の出席状況については次

のとおりであります。

当社の取締役会においては、法令・定款・取締役会規程の定めに基づき、経営の基本方針・投資に関する事

項や重要な業務執行に関する事項（重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、重要な組織の設置・変更等、重

要な使用人の選任・解任、その他）等の審議・決議並びに、取締役の職務執行状況その他重要な業務遂行状況

の報告をそれぞれ取り扱っております。

当事業年度においては、その定例議題（決議事項・報告事項）に加えて、中期経営計画の進捗状況、コーポ

レート・ガバナンスに関する事項（取締役の指名・報酬、代表取締役・取締役の後継者育成計画等）、投資に

関する事項（生産・物流関係、事業関係）、サステナビリティに関する事項（ＥＳＧ課題に関するマテリアリ

ティの見直し等）、情報セキュリティ、事業リスク管理等を取り上げて審議等を行いました。

・  人事・報酬諮問委員会の活動状況

当事業年度において、当社は、人事・報酬諮問委員会を定期的又は臨時的に開催しており、個々の委員の出

席状況については次のとおりであります。

当社は、任意の仕組みとして、経営陣の選任・解任・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説

明責任を強化することを目的とした人事・報酬諮問委員会（委員３名以上で構成し、その過半数を独立社外取

締役とする）を設置しています。

この人事・報酬諮問委員会においては、人事・報酬諮問委員会規程の定めに基づき（取締役会からの諮問に

応じて）、取締役候補者の指名及び経営陣幹部の選任・解任を行うにあたっての方針・手続、代表取締役・取

締役の後継者育成計画（平時・有事）、取締役の報酬等を決定するにあたっての方針・手続等について審議・

決定することとしております。

当事業年度においては、上記の事項をそれぞれ取り上げて審議・決定し、取締役会へ答申しております。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

代表取締役社長兼社長

執行役員
池  田      浩 1957年７月８日生

1981年４月 当社入社

1999年12月 当社産業資材事業本部営業第２統括

部長

2007年７月 MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS 

PRIVATE LIMITED出向

2012年４月 当社執行役員

2015年２月 当社社長室長

2016年２月 当社経営企画室長兼東京総務統括部

長

2016年４月 当社常務執行役員

2019年６月 当社取締役

2021年６月 当社代表取締役社長兼社長執行役員

（現）
　

2025年

６月から

１年

40

取締役兼専務執行役員

生産本部長

（財務部、四国地区

　担当）

熊  﨑  敏  美 1957年11月10日生

1981年４月 当社入社

2010年４月 当社産業資材事業本部生産統括部四

国地区生産担当部長

2012年１月 当社産業資材事業本部生産統括部長

兼管理本部総務部四国工場長

2013年３月 PT. SEIWA INDONESIA社長

2015年９月 STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL 

LIMITED社長

2017年４月 当社執行役員

2019年10月 当社産業資材生産管理センター長

2020年４月 当社常務執行役員

2021年６月 当社取締役（現）

2022年４月 当社生産本部長（現）兼同本部生産

技術部長

2024年６月 当社専務執行役員（現）
　

2025年

６月から

１年

27

取締役兼専務執行役員

産業資材営業本部長

（法務部担当）

又  場  敬  司 1962年11月20日生

1987年４月 当社入社

2005年７月 上海共星機帯国際貿易有限公司総経

理

2013年９月 当社産業資材海外事業強化室長（営

業統括）

2014年４月 当社執行役員

2015年12月 当社産業資材管理統括部長

2016年４月 当社常務執行役員

2021年６月 当社取締役（現）

2022年４月 当社産業資材営業本部長（現）

2024年６月 当社専務執行役員（現）
　

2025年

６月から

１年

23

(2)【役員の状況】

①  役員一覧

男性  9名  女性  2名  （役員のうち女性の比率  18.2％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役兼常務執行役員

人事総務本部長

（購買部担当）

倉  本  信  二 1957年６月29日生

1981年４月 当社入社

2003年９月 当社管理本部購買部長

2008年７月 当社管理本部人事部長

2011年２月 当社産業資材事業本部営業第３統括

部長

2013年５月 当社人事部長

2016年４月 当社執行役員

2019年４月 当社常務執行役員

2021年４月 当社上席常務執行役員

2022年４月 当社人事総務本部長（現）兼同本部

人事部長

2022年６月 当社取締役（現）

当社常務執行役員（現）

2023年６月 当社ＤＸ推進室長
　

2025年

６月から

１年

26

取締役兼常務執行役員

技術本部長

（デジタル戦略本部

　担当）

竹  田  和  浩 1960年６月24日生

1983年４月 当社入社

2009年４月 当社産業資材事業本部技術統括部技

術第２部長

2012年３月 当社産業資材事業本部技術統括部長

兼製品開発部長

2015年７月 MITSUBOSHI POLAND Sp.z o.o.社長

2018年４月 当社産業資材技術統括部製品技術第

１部長

2019年４月 当社執行役員

2019年４月 当社産業資材生産統括部長

2021年１月 三ツ星ベルト技研㈱社長

2021年４月 当社常務執行役員（現）

2024年４月 当社技術本部長（現）兼同本部シス

テム製品開発部長

2024年６月 当社取締役（現）
　

2025年

６月から

１年

17

取締役 奥  田  真  弥 1952年７月26日生

1976年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省

2007年５月 ㈳関西経済連合会専務理事

2008年７月 住友金属工業㈱入社

2011年６月 同社取締役専務執行役員

2012年10月 新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）常

務執行役員

2015年６月 石油連盟専務理事

2019年６月 当社監査役

2020年６月 当社取締役（現）

(一財)日本エネルギー経済研究所理

事

2021年６月 (一社)日本動力協会理事

2024年６月 (公財)阪和育英会理事（現）

2026年６月 (公財)車両競技公益資金記念財団評

議員（現）

〔主要な兼職〕

(公財)阪和育英会理事

(公財)車両競技公益資金記念財団評議員
　

2025年

６月から

１年

1
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

取締役 三  宅  由  佳 1975年10月19日生

1999年４月 当社入社

2002年１月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社

2003年12月 税理士法人トーマツ入社

2004年２月 税理士登録（近畿税理士会）

2006年４月 三宅由佳税理士事務所所長（現）

2012年10月 ㈱オーバルコンサルティング取締役

（現）

2017年12月 アンビシャス㈱監査役

2021年６月 (福)兵庫県社会福祉協議会理事

（現）

2022年６月 当社取締役（現）

〔主要な兼職〕

三宅由佳税理士事務所所長

㈱オーバルコンサルティング取締役

(福)兵庫県社会福祉協議会理事
　

2025年

６月から

１年

1

取締役 辻      泰  弘 1955年12月27日生

1978年４月 民社党本部政策審議会入局

1995年７月 日本労働組合総連合会 経済産業局

部長、秘書室部長

2001年７月 参議院議員

2009年１月 参議院厚生労働委員会委員長

2011年９月 厚生労働副大臣

2016年５月 東京医療保健大学医療保健学部客員

教授

2020年６月 当社監査役

2023年４月 東京医療保健大学看護学部客員教授

（現）

2024年６月 当社取締役（現）

2026年４月 近畿大学客員教授（現）

〔主要な兼職〕

東京医療保健大学看護学部客員教授

近畿大学客員教授
　

2025年

６月から

１年

0

常勤監査役 石  田  和  利 1957年10月10日生

1981年４月 当社入社

2008年４月 当社産業資材事業本部生産管理セン

ター開発技術担当部長

2008年５月 MBL (USA) CORPORATION生産担当副

社長

2011年２月 当社産業資材事業本部生産管理セン

ター生産技術担当部長

2015年７月 PT. SEIWA INDONESIA社長

2017年４月 当社執行役員

2020年４月 当社常務執行役員

2021年４月 当社購買部長

2024年６月 当社監査役（現）
　

2024年

６月から

４年

15
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

監査役 田  中      純 1955年７月31日生

1979年４月 ㈱神戸製鋼所入社

2011年７月 同社監査部長

2014年６月 ㈱神鋼環境ソリューション社外監査

役

2019年６月 ㈱神戸製鋼所嘱託（現）

ジャパン スーパーコンダクタ テク

ノロジー㈱監査役

2020年６月 当社監査役（現）

2022年６月 神鋼リードミック㈱監査役

2023年６月 神鋼ノース㈱監査役

2025年６月 ㈱コベルコＥ＆Ｍ監査役

神鋼機器工業㈱監査役

〔主要な兼職〕

㈱神戸製鋼所嘱託
　

2023年

６月から

４年

1

監査役 滝  口  広  子 1963年12月24日生

1992年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）

北浜法律事務所（現 弁護士法人北浜

法律事務所）入所

2003年１月 同事務所パートナー（現）

2005年５月 ㈱メディカル一光社外取締役

2018年４月 大阪大学高等司法研究科特任教授

2020年９月 京都工芸繊維大学監事

2021年４月 大阪弁護士会副会長

2022年３月 ㈱千趣会社外監査役

2022年６月 当社監査役（現）

2025年３月 江崎グリコ㈱社外取締役（現）

〔主要な兼職〕

弁護士法人北浜法律事務所パートナー

江崎グリコ㈱社外取締役
　

2023年

６月から

４年

－

計 155

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

加  藤  一  郎 1955年４月１日生

1983年４月 弁護士登録(東京弁護士会）

－1983年４月 小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律

事務所）入所（現）

（注）１  取締役奥田真弥、取締役三宅由佳及び取締役辻泰弘は、社外取締役であります。

２  監査役田中純及び監査役滝口広子は、社外監査役であります。

３  監査役滝口広子の戸籍上の氏名は玉泉広子であります。

４  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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役名 氏名 職名

上席常務執行役員 下  村      徹 人事総務本部東京総務統括部長、建設資材本部担当、東京地区担当

上席常務執行役員 髙  田  俊  通 研究開発本部長、品質保証部担当、安全環境管理部担当、電子材料部担当

常務執行役員 出  口      勲 三ツ星ベルト技研㈱代表取締役社長

常務執行役員 井之上  浩  基 経営企画室長

執行役員 辻      政  嗣 コーポレートコミュニケーション本部長

執行役員 山  下  敏  昭
エンジニアリング本部長兼同本部システム開発部長兼同本部建設開発部長、

名古屋地区担当

執行役員 小阪田  広  哉 産業資材営業本部副本部長兼同本部営業第１部長

執行役員 吉  村  介  秀 三ツ星ベルト販賣㈱代表取締役社長

執行役員 内  海  隆  之 技術本部副本部長

執行役員 土  肥  友  也 STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LIMITED代表取締役社長

執行役員 松  村  達  也 産業資材営業本部営業第２部長

５  取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

②  社外役員の状況

イ  社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は、取締役８名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。

ロ  社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員とし

て、東京証券取引所に届け出ております。

ハ  社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役３名及び社外監査役２名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場か

ら経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等

を行っております。

当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているも

のと考えております。

ニ  社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める

基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。

なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実は

なく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が

生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

ホ  社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、その選任理由は以下のとおりであります。

社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属

工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役及び

社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発

に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等

を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外取締役三宅由佳氏につきましては、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、㈱オ

ーバルコンサルティングで経営に携わられ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有し

ております。官民連携事業にも積極的に携わられ、人的資本分野においても高い見識を有しており、当社社外

取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意

見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当

社の経営に活かしていただくため、選任しております。
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社外取締役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わり、人材育成・職場環境

整備などの人的資本分野において豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役在任期間中にお

いて独立した客観的な立場から、取締役会や監査役会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務

を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、

選任しております。

社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長

や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくた

め、選任しております。

社外監査役滝口広子氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらを当

社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行

うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部と、監査方針、監査計画、監査結果等に関する打合せ

のほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
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氏名 開催回数 出席回数

石  田  和  利 13 13

田  中      純 13 13

滝  口  広  子 13 13

(3)【監査の状況】

①  監査役監査の状況

当社は、監査役制度を採用しており、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。

監査役監査は、常勤監査役が中心となって、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類

等を閲覧し、取締役の職務の執行を監視できる体制を整えております。

当事業年度において当社は監査役会を概ね月１回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお

りであります。

監査役会における具体的な検討内容としては、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業

務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定などで、監査役会決議事項である

会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等についても検討を行ってお

ります。

また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお

いて業務及び財産の状況を調査しており、監査役会にて非常勤監査役に定期的に報告しています。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報

告を受けました。会計監査人に対しても適正な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、その職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

②  内部監査の状況

当社グループにおける内部監査は社長直轄部門である監査部の５名が担当し、財務報告に係る内部統制システ

ムの整備・運用も併せて行っております。

内部統制については、グループ各社・各部門の業務監査及び会計監査を実施しており、内部監査報告書を取締

役及び監査役へ提出するとともに、指摘事項の是正状況を確認しています。また、監査部は、監査精度の向上と

効果的な改善を図るべく、監査役・会計監査人との年４回開催の三様監査会議の他、適宜、情報の共有・交換を

行い、監査役・会計監査人との相互連携を図っております。

③  会計監査の状況

イ  監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ロ  継続監査期間

51年間

ハ  業務を執行した公認会計士

松浦  　大

栗原  裕幸

ニ  監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他12名であります。
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 43 － 46 －

連結子会社 － － － －

計 43 － 46 －

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 － 1 － －

連結子会社 － － － －

計 － 1 － －

ホ  監査法人の選定方針と理由

監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独

立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適正と判断したためであります。

監査役会は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をよ

り高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解

任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査

役全員の同意に基づき解任いたします。

ヘ  監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査方針、監査計画、監査レビューの

結果報告を聴取し、棚卸しなどの往査に立会いを実施し、当社の「会計監査人の選定・再任に係る評価基準」

に基づき評価いたしました。

その結果、当社を担当している業務執行社員を始めとする監査チームの監査体制は、継続的に有効に機能し

ており、監査の相当性に問題はないと判断し、同監査法人を当社会計監査人として相当であると評価いたしま

した。

④  監査報酬の内容

イ  監査公認会計士等に対する報酬

ロ  監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イを除く）

　（注）当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。

ハ  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

ニ  監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

ホ  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切

であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま

した。
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役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 非金銭報酬等

取締役
（社外取締役を除く。）

315 182 70 － 62 5

監査役
（社外監査役を除く。）

16 16 － － － 1

社外役員 42 42 － － － 5

(4)【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、「取締役の個人別の報酬等の内

容にかかる決定方針」（当社における「取締役の報酬等に関する支給基準内規」を示し、以下「決定方針」とい

う。）については、その原案を、経営陣の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化す

ることを目的として設置した「人事・報酬諮問委員会」（委員３名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役

とする任意の諮問委員会）に諮問し、その答申内容を踏まえて、取締役会において決議しております。

また、取締役の報酬等は、その総額が株主総会において定められた金額の範囲内とならなければならないもの

とし、個々の取締役の報酬等を決定するにあたっては、株主総会において定められた金額の範囲内で、人事・報

酬諮問委員会の審議・決定を経て、前記の「決定方針」にて定めた「支給基準表」に従い、各取締役の職責・職

務・業績等を考慮した適正な水準とすることを、「基本方針」としております。「取締役の報酬等」について

は、基本報酬（金銭報酬）としての基本給・職位給・業績連動部分及び基本報酬（株式報酬）としての譲渡制限

付株式により構成するものとし、（「業績連動部分」については、「売上高」・「営業利益」・「自己資本利益

率（ＲＯＥ）」を指標としております。報酬の種類ごとの比率は、業績指標を100％達成した場合、概ね基本報

酬（金銭報酬）固定部分：基本報酬（金銭報酬）業績連動部分：基本報酬（株式報酬）＝60：20：20となるよう

にしております。ただし、実際に支給する業績連動部分は、当社の業績により変動するため、支給割合は変動し

ます。）「社外取締役の報酬等」については、その職責・職務等に鑑み、基本報酬（金銭報酬）としての基本給

のみで構成しております。その他には、「報酬等の支給時期・支給方法等」・「滞在費・旅費」・「報酬等の減

額措置」に関する事項を定めております。

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると、取締役会が判断した理由

は、取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬諮問委員会において確認・審議等され、取締役会に

おいて決定されていることから、前記の「決定方針」に沿うものであると判断しております。

なお、2021年６月29日開催の第106期定時株主総会において、当社の取締役が、当社の中期経営計画等の実現

に向けて意欲高く取組み、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢

献意欲を従来以上に高める報酬制度とする目的から、取締役の報酬額を改定すること、また、当社の取締役（社

外取締役を除く。）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式

（以下、「譲渡制限付株式」という。）を割り当てることが決議されております。

当該株主総会においては、取締役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改めるとともに年額540百

万円以内（うち社外取締役40百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とするこ

と、また、この報酬額の範囲内で当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等

として支給する金銭報酬債権の総額を年額180百万円以内とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数は120,000株以

内とすることも決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役２名）で

す。

監査役の報酬等については、株主総会において定められた金額の範囲内で、監査役の協議により決定すること

としております。監査役の報酬額は、2004年６月29日開催の第89回定時株主総会において、月額７百万円以内と

決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち社外監査役２名）です。

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③  役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 21 74

非上場株式以外の株式 7 17,697

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 79 当社連結子会社からの取得による増加

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 3 1,321

(5)【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、「保有目的が純投資目的である投資株式」と「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」の

区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする保有株式を

「保有目的が純投資目的である投資株式」、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」と

しており、「保有目的が純投資である投資株式」は原則として保有しない方針であります。

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ  保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社としては、良好な取引関係の維持・強化、継続的な金融取引関係の維持・強化を目的として、事業戦

略、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上につながると考える場合は政策

保有していく方針です。ただし、これらの株式については、毎年、個社別の中長期的な検証を実施することと

しており、企業価値の向上への効果が乏しいと判断した政策保有株式については、必要に応じて取締役会に上

程し、適宜売却することで、縮減を図ります。

2025年８月の取締役会において、個別銘柄の保有の適否について、事業戦略、取引先との事業上の関係、時

価、配当利回り等を総合的に勘案し、その株式への対応方針（その保有を継続するか、売却するか等）を検

討・決定しています。

なお、当事業年度は２銘柄の株式を全数売却し、１銘柄の株式を一部売却いたしました。

ロ  銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

- 55 -



銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

トヨタ自動車㈱
3,198,075 3,509,275 ベルト製品等の取引を行っており、

継続的な取引を目的として、良好な

取引関係の維持・強化を図るため。

無
10,112 9,180

㈱三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ

2,100,200 2,100,200 資金借入等の取引を行っており、継

続的な取引を目的として、良好な取

引関係の維持・強化を図るため。

有
5,460 4,223

㈱日伝
667,200 667,200 ベルト製品等の取引を行っており、

継続的な取引を目的として、良好な

取引関係の維持・強化を図るため。

有
1,596 1,929

㈱三井住友フィナンシ

ャルグループ

57,954 57,954 資金借入等の取引を行っており、継

続的な取引を目的として、良好な取

引関係の維持・強化を図るため。

有
290 219

クリヤマホールディン

グス㈱

75,666 75,666
建設資材製品等の取引を行ってお

り、継続的な取引を目的として、良

好な取引関係の維持・強化を図るた

め。

無

141 100

井関農機㈱

38,000 5,000
ベルト製品等の取引を行っており、

継続的な取引を目的として、良好な

取引関係の維持・強化を図るため。

また、当社連結子会社からの取得に

より株式数が増加しております。

無

58 5

㈱りそなホールディン

グス

22,109 22,109 資金借入等の取引を行っており、継

続的な取引を目的として、良好な取

引関係の維持・強化を図るため。

有
38 28

帝人㈱
－ 148,189 当事業年度において、保有株式の見

直しを行った結果、全株式を売却し

ております。

無
－ 194

本田技研工業㈱
－ 49,831 当事業年度において、保有株式の見

直しを行った結果、全株式を売却し

ております。

無
－ 66

ハ  特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

みなし保有株式

該当事項はありません。

（注）  １．当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分（実質保有株

式数）を勘案して記載しております。

２．定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会にて個別銘柄の保有の

適否について、事業戦略、取引先との事業上の関係、時価、配当利回り等を総合的に勘案し、その株式へ

の対応方法を検討、決定しております。
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変革を推進する人材の育成

▶ 「人」の力を最大限に発揮できる人事制度、教育制度、職場環境の充実

▶ 多様性を尊重した新しい発想、変革を恐れないチャレンジ精神を大切にする「企業風土」の醸成

推進組織 主な役割

人的資本経営部会

・グローバル人材の確保

・技術開発力強化

・世界最適生産力

・ＤＸ化

・女性活躍（ＤＥＩ）

健康経営部会

・従業員の健康維持、増進

・生産性、パフォーマンスの向上

・働きやすい職場づくり

・ワークライフバランスの向上

・喫煙対策

取り組む課題 課題の施策 推進組織

ＤＥＩの推進 女性管理職比率の向上 人事部

人的資本経営の推進 従業員エンゲージメントの向上 人財戦略委員会

５【従業員の状況等】

(1)【人材戦略に関する基本方針等】

（人材戦略に関する基本方針）

　当社グループは、社会価値の向上と持続可能な成長の実現に向け、「人財」を最も重要な成長基盤であると位

置付けております。この認識のもと、2030年度の「ありたい姿」として、以下の人財戦略を掲げております。

　また、2024年５月に開示した「'24中期経営計画」においては、収益性向上に向けた最重要課題の一つとして

「人財戦略の強化」を位置付け、その取組みを一層加速させております。

2030年度の「ありたい姿」　－人財戦略

①　ガバナンス

　「'24中期経営計画」で掲げている「人財戦略強化」の中核となる推進体制として、2026年１月、それまでの

「働き方改革推進委員会」を廃止し、「人財戦略委員会」を新たに設置しました。本委員会は、経営戦略と人財

戦略をより強く連動させ、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としています。委員会では、人材の育成・

活躍・配置にとどまらず、社員一人一人の働きがい、健康、成長意欲を高める施策を横断的に検討し、各部門と

連携しながら計画的かつ継続的に実行していきます。

人財戦略委員会の推進体制と役割

　また、人的資本経営推進の観点から、マテリアリティの１つに「人財戦略の強化」が取り上げられ、施策ごと

に推進組織（下記表参照）が指名されています。施策推進組織から人財戦略委員会へは実施状況報告がなされ、

施策実施内容の監視・評価が行われています。

マテリアリティ：「人財戦略の強化」  課題ごとの推進組織
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施策 推進組織
受講者数（人）

2023年度 2024年度 2025年度

ＤＸ研修プログラムの実施 ＤＸ推進室 730 558 820

②　リスク管理

　当社グループでは、人財戦略の推進に伴うリスクについても、継続的な管理を行っております。具体的には、

従業員エンゲージメントの低下、多様な人材の活躍が進まないことによる組織力の低下、デジタル活用における

スキル格差の拡大、人材不足等、リスク発生に繋がる可能性も視野に入れています。

　これらのリスクに対しては、人財戦略委員会及び各推進組織において定期的に進捗状況をモニタリングし、エ

ンゲージメント調査や各種ＫＰＩの分析結果を踏まえ、必要に応じた施策の見直し・強化を実施しております。

③　戦略

　当社グループの人財戦略は、「人を想い、地球を想う」という基本理念のもと、「共にあゆみ、共に成長す

る」を人事の根幹に据え、経営戦略との連動を図りながら構築しております。人財を「資源」ではなく「資本」

として捉え、共創による変革を推進し、持続的に成長する組織の実現を目指しております。

a． グローバル共創を担う人材の育成

　当社グループは、グローバル事業の持続的成長を支える人材基盤の強化を重要な経営課題と位置付けていま

す。この取組みの一環として、海外での活躍が期待される人材の戦略的な確保と育成を推進しています。具体

的には、海外赴任経験者及び現任者に加え、語学力に優れた人材や海外留学経験者並びに海外赴任を志向する

人材を対象と捉え、語学力強化や異文化理解、グローバルビジネススキルの習得を目的とした育成プログラム

を計画的に実施し、海外赴任に即応可能な人材の育成に取り組んでいます。これにより、グローバル人材の裾

野拡大と質的向上を図り、海外事業の成長を支える持続的な人材供給体制の構築を目指しています。

b． “挑戦と共感”の推進

　挑戦を促進する組織風土の醸成に向け、従業員からの意向も取り入れた人事制度に改定、従業員の手挙げに

よるジョブマッチング制度の導入、従業員向け株式交付制度の導入などの施策を実施しております。

　一方で、エンゲージメント調査の結果からは、まだ十分とは言えない状況にあると認識しており、その要因

として心理的安全性の不足があると捉えています。

　また、経営層が掲げる「挑戦」と従業員一人ひとりの受け止めとの間に認識の差が存在していることも課題

の一つであり、こうした課題への対応として、座談会等による双方向の対話機会の創出に取り組んでまいりま

す。

c． 承認と対話による“つながり強化”

　「ありたい姿」の実現に向け、「承認」と「対話」を基軸に据えています。これまで、上司と部下の対話機

会の創出に向け、１on１ミーティングの導入や人事評価におけるフィードバック機会の充実に取り組んでまい

りましたが、その運用については部門ごとに実施状況や内容にばらつきがあると認識しております。

　こうした状況を踏まえ、対話の質及び頻度の向上を重要な課題と位置付け、全社的な定着を推進してまいり

ます。

d． デジタル活用による“共創の生産性”向上

　当社グループでは、デジタル技術の活用を着実に進めており、クラウド型業務システムを通じた報告書の共

有により、タイムリーな情報連携を実現しています。これらの情報は、お客さまとの関係性を可視化する重要

な情報資産として蓄積されています。

　また、ＡＩ技術の進展に伴い、生成ＡＩツールの活用による個々の業務支援が進展し、生産性向上に寄与し

ています。今後は、ＡＩエージェントの活用を通じて個人業務のさらなる高度化を図るとともに、デジタル技

術を活用した組織横断的な業務効率化にも取り組んでまいります。

ＤＸ活用に係る施策
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◆ 女性活躍推進

「'24中期経営計画」において「人財戦略」を

重要項目として取り上げ、「人財戦略の強

化」をマテリアリティとしました。当社で

は、女性管理職比率の改善を目指し、先ずは

課長職における女性比率をＫＰＩとし、「ダ

イバーシティの推進」に取り組んでいます。

「管理的地位にある労働者に占める女性労働

者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び

労働者の男女の賃金の額の差異」につきまし

ては、［第４提出会社の状況-５従業員の状況

等-(２)従業員の状況］をご参照ください。

2023年度 2024年度 2025年度

a 女性従業員比率 11.3% 11.4% 13.1%

b 女性管理職比率

（課長）
3.1% 3.4% 4.5%

c 定期採用者に

占める女性比率
25.8% 22.0% 35.7%

当社の状況

※a,bは各年度３月末時点、cは各年度４月１日時点

◆ 育児休業制度、短時間勤務制度

育児休業は法律に則り、最長で子供が２歳に

なるまで取得ができます。育児休業からの職

場復帰後は、労働時間を最大で２時間短縮で

きる短時間勤務の選択が可能です。短時間勤

務は子供が小学校の始期に達するまで使用す

る事ができ、子供が３歳になるまでは賃金の

減額もありません。また、所定外労働・深夜

業の制限等の制度もあり育児に配慮していま

す。

2023年度 2024年度 2025年度

男性 59.3％ 50.0％ 78.6％

女性 100％ 100％ 100％

育児休業取得率

当年度権利取得者中の取得率（継続者は含まない）

e． ＤＥＩと働き方改革による多様な“価値創出”

　当社グループは、売上の過半及び生産活動の大部分を海外に展開しており、グローバルでの事業成長を支え

るうえで、多様な人材の活躍が不可欠であると認識しています。この認識のもと、女性、外国人、障がいのあ

る人材を含む多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる環境づくりを推進するとともに、その基盤と

して働き方や人事制度は時代に合わせた見直しを進め、柔軟でインクルーシブな組織運営の実現に取り組んで

います。

　一方で、女性活躍の推進は当社におけるＤＥＩ上の重要な課題となっています。この課題に対しては、女性

の積極採用を進めるとともに、男女を問わずワークライフバランスを実現できる制度設計や職場環境の整備を

推進し、女性が長期的に働き続け、管理職への挑戦を志向できる職場づくりを目指します。

具体的な取組みは以下のとおりです。
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課題の施策 ＫＰＩ（三ツ星ベルト単体）

女性管理職（課長）比率の向上
女性管理職（課長）比率

2026年度 ：   5％以上、2030年度 ： 10％以上

従業員エンゲージメントの向上
スコア改善目標（2023年度比）

2026年度 ：　10％改善、2030年度 ： 13％改善

f． 能力開発プログラム

　当社グループでは、あらゆる職場で実施される新入社員教育、初期作業者教育が、従業員の能力開発の第一

歩となります。その後、役割の変化に伴う階層別研修、職務内容に応じた専門研修、法令が定めるところの研

修、自己啓発を支援する研修等、様々な能力開発プログラムを実行しています（下表参照）。また、ＱＣサー

クル活動、海外拠点を含む全拠点での改善活動を発表、支援する場である「ＧＬＯＢＡＬ ＧＥＭＢＡ ＫＡＩ

ＺＥＮ ＡＣＴＩＶＩＴＹ」及びそれらの成果報告会も従業員の能力開発に大いに貢献しており、報告会にお

いて優秀な活動に付与される報奨は活動の原動力の一つとなっています。これら能力開発プログラムは、スキ

ルマトリックスをベースにして、部門、あるいは定められた組織で年度ごとに計画・実行され、有効性を評価

したのち、次年度の活動に展開されています。

表) プログラム一覧

g． 従業員の高齢化への対応

　日本企業の経営において、従業員の高齢化は大きな課題の一つです。現状では70歳までの雇用が当たり前に

なりつつあり、“経験”というメリットを活かしながら、“身体的な衰え”や“技術の陳腐化”というデメリ

ットを打ち消す施策の導入が必要となります。さらに、少子化問題が依然として改善されない現状において

は、労働者の高齢化問題は持続的な課題として残存することが考えられます。高齢者層の従業員には“経験”

に加えて、リスキリングによる新しい知識・スキルの習得が求められます。“従業員の高齢化”への対応とし

て、まず考えなければならないのが健康の維持です。当社では、人間ドック、心臓ドック、脳ドック、生活習

慣病健診等の健診サービス制度を導入しています。これらサービスが有効に機能するよう、産業医の意見を反

映させながらその内容を改善しております。また、健康の維持に加えて、健康増進のための取組みもまた重要

です。まずは“喫煙”と“肥満”に着目し、指標（従業員の喫煙者 割合：2030年度までに15％以下／肥満率

(ＢＭＩ25以上の割合)を2030年度までに25％以下にする）を明確にして活動を進めています。高齢者のリスキ

リングについては、要員計画に基づく人材に関する要求事項に応じて、人材開発室またはＤＸ推進室が主体と

なり教育プログラムが実行されています。

④　目標

　「人財戦略」における課題の施策「女性管理職（課長）比率の向上」と「従業員エンゲージメントの向上」

を迅速、確実に改善することを目的としてそれぞれにＫＰＩを設定しております。
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（従業員給与等の決定方針）

　当社グループは、変化にぶれない強い企業体質の確立をめざしており、その結果として安定した経営基盤を維

持しております。これにより、社会情勢の影響を受けにくい経営を実現し、従業員の処遇向上に向けて継続的な

賃上げに取り組んでおります。今後もこうした基盤を活かし、給与水準のさらなる向上を図ってまいります。

　また、その施策の一環として、ものづくり企業としての原点に立ち返り、現場で活躍する従業員へのインセン

ティブを強化するための手当の拡充を進め、モノづくり機能のさらなる強化に取り組んでおります。加えて、技

能手当についても見直しを行い、専門的な資格や高度な技能を有し、会社に貢献する人材を適切に評価する制度

を取り入れています。
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2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

国内ベルト事業 1,411

海外ベルト事業 2,732

建設資材事業 77

その他 136

全社（共通） 212

合計 4,568

2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）
平均年間給与の

対前事業年度増減率
（％）

780 41.0 17.1 7,256 1.4

セグメントの名称 従業員数（人）

国内ベルト事業 449

建設資材事業 49

その他 70

全社（共通） 212

合計 780

当事業年度

補足説明
管理的地位にある
労働者に占める女性
労働者の割合（％）
 （注）１．

男性労働者の育児
休業取得率（％）
 （注）２．

労働者の男女の賃金の額の差異（％）
（注）３．

全労働者 正規雇用労働者
パート・

有期労働者

2.5 78.6 74.6 74.8 26.7

(2)【従業員の状況】

① 連結会社の状況

（注）１  従業員数は、就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
への出向者を含む。）であります。

２  全社（共通）は、親会社の管理部門の従業員であります。

② 提出会社の状況

（注）１  従業員数は、就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）でありま
す。

２  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３  全社（共通）は、管理部門の従業員であります。

③ 労働組合の状況
提出会社の労働組合はユニオンショップ制であり、その所属上部団体は日本ゴム産業労働組合連合であります。
なお、組合員数は581人であり労使関係は安定しており、特記事項はありません。
また、関係会社においては、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額
の差異
a.  提出会社

（注）１  「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したも
のであります。

２  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の
規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま
す。

３  「労働者の男女の賃金の額の差異」の「全労働者」については、女性の新卒採用の増加により、女性の平
均年齢及び平均勤続年数が低下したことにより前年度より2.4％低下しています。また、「パート・有期労
働者」については、対象となるパート・有期労働者が短時間勤務のため差異が大きくなっております。
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b.  連結子会社

連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表
義務の対象ではないため、記載を省略しております。

⑤ 従業員株式所有制度の内容

（従業員向け株式交付制度）
当制度は、対象従業員に株式を交付することで経営参画意識を醸成し、業績向上への貢献意欲や士気を一層高

めることを目的としています。これにより、従業員エンゲージメントの向上を図り、当社の持続可能な企業価値
の向上に繋げることを目指します。

当制度の内容については、「１　株式等の状況　(８)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しておりま
す。
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第５【経理の状況】

１  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

２  監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日

まで）及び事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、EY新日本有

限責任監査法人により監査を受けております。

３  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、

①  会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備

するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の作成・改訂に係る動向を把握するととも

に、各種の解説・資料を入手しております。

また、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナー「有価証券報告書作成上の留意点」、「半期報告書セミ

ナー」のほか、監査法人が主催する「会計・税務セミナー」、「新会計基準等の解説セミナー」に複数人で参

加し、知識の研鑽に努めております。

②  将来における国際会計基準の適用に備え、国際会計基準の知識の習得、日本基準とのギャップ分析、導入にお

ける影響度調査等の取組みを実施しております。
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,584 27,757

受取手形、売掛金及び契約資産 ※１ 18,983 ※１ 19,660

商品及び製品 16,803 17,030

仕掛品 3,767 3,530

原材料及び貯蔵品 4,623 4,617

その他 1,583 2,427

貸倒引当金 △57 △47

流動資産合計 77,289 74,976

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 26,600 31,198

減価償却累計額 △17,270 △18,107

建物及び構築物（純額） 9,330 13,090

機械装置及び運搬具 52,840 57,671

減価償却累計額 △42,762 △46,560

機械装置及び運搬具（純額） 10,077 11,111

工具、器具及び備品 16,672 17,781

減価償却累計額 △14,392 △15,507

工具、器具及び備品（純額） 2,280 2,273

土地 4,016 4,048

リース資産 1,924 1,607

減価償却累計額 △424 △492

リース資産（純額） 1,499 1,114

建設仮勘定 5,024 2,891

有形固定資産合計 32,227 34,530

無形固定資産

ソフトウエア 346 570

のれん 65 42

その他 328 34

無形固定資産合計 741 646

投資その他の資産

投資有価証券 16,189 18,001

繰延税金資産 1,228 1,215

その他 494 524

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 17,903 19,731

固定資産合計 50,872 54,908

資産合計 128,161 129,884

１【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,646 9,072

短期借入金 2,303 －

１年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払金 3,211 2,966

未払法人税等 1,363 979

賞与引当金 841 886

製品保証引当金 192 －

その他 ※２ 3,211 ※２ 3,208

流動負債合計 21,768 18,113

固定負債

長期借入金 2,000 1,000

長期未払金 150 101

繰延税金負債 5,945 6,492

退職給付に係る負債 1,501 1,584

資産除去債務 312 305

株式給付引当金 72 144

長期預り保証金 393 364

その他 231 159

固定負債合計 10,606 10,152

負債合計 32,375 28,265

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金 2,293 2,332

利益剰余金 71,042 73,186

自己株式 △5,960 △6,906

株主資本合計 75,526 76,763

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,949 11,212

為替換算調整勘定 9,816 13,168

退職給付に係る調整累計額 493 475

その他の包括利益累計額合計 20,259 24,856

純資産合計 95,786 101,619

負債純資産合計 128,161 129,884
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

売上高 ※１ 90,510 ※１ 92,298

売上原価 ※３,※４ 62,416 ※３,※４ 64,176

売上総利益 28,093 28,121

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 19,165 ※２,※３ 19,443

営業利益 8,928 8,678

営業外収益

受取利息 446 399

受取配当金 485 567

為替差益 － 484

その他 273 495

営業外収益合計 1,205 1,947

営業外費用

支払利息 52 53

為替差損 398 －

固定資産除却損 343 175

支払補償費 － 85

その他 184 131

営業外費用合計 979 446

経常利益 9,154 10,178

特別利益

投資有価証券売却益 3,453 1,203

移転補償金 ※５ 1,051 －

特別利益合計 4,505 1,203

特別損失

減損損失 ※６ 986 ※６ 932

事業構造改善費用 － ※７ 61

特別損失合計 986 994

税金等調整前当期純利益 12,673 10,388

法人税、住民税及び事業税 3,468 2,960

法人税等調整額 144 35

法人税等合計 3,612 2,996

当期純利益 9,060 7,392

親会社株主に帰属する当期純利益 9,060 7,392

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

当期純利益 9,060 7,392

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,750 1,262

為替換算調整勘定 △231 3,352

退職給付に係る調整額 476 △18

その他の包括利益合計 ※ △4,505 ※ 4,596

包括利益 4,554 11,988

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 4,554 11,988

非支配株主に係る包括利益 － －

【連結包括利益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,150 2,111 68,088 △4,868 73,481

当期変動額

剰余金の配当 △6,106 △6,106

親会社株主に帰属する
当期純利益

9,060 9,060

自己株式の取得 △1,230 △1,230

自己株式の処分 182 138 320

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 182 2,954 △1,092 2,044

当期末残高 8,150 2,293 71,042 △5,960 75,526

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 14,700 10,047 17 24,765 98,247

当期変動額

剰余金の配当 △6,106

親会社株主に帰属する
当期純利益

9,060

自己株式の取得 △1,230

自己株式の処分 320

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△4,750 △231 476 △4,505 △4,505

当期変動額合計 △4,750 △231 476 △4,505 △2,461

当期末残高 9,949 9,816 493 20,259 95,786

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,150 2,293 71,042 △5,960 75,526

当期変動額

剰余金の配当 △5,248 △5,248

親会社株主に帰属する
当期純利益

7,392 7,392

自己株式の取得 △1,000 △1,000

自己株式の処分 38 55 93

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 38 2,143 △945 1,236

当期末残高 8,150 2,332 73,186 △6,906 76,763

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 9,949 9,816 493 20,259 95,786

当期変動額

剰余金の配当 △5,248

親会社株主に帰属する
当期純利益

7,392

自己株式の取得 △1,000

自己株式の処分 93

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,262 3,352 △18 4,596 4,596

当期変動額合計 1,262 3,352 △18 4,596 5,833

当期末残高 11,212 13,168 475 24,856 101,619

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 12,673 10,388

減価償却費 4,733 4,602

移転補償金 △1,051 －

事業構造改善費用 － 61

減損損失 986 932

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73 △12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △94 △66

長期未払金の増減額（△は減少） △56 △49

賞与引当金の増減額（△は減少） △41 33

受取利息及び受取配当金 △931 △967

支払利息 52 53

為替差損益（△は益） 82 △31

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △155

有形固定資産除却損 343 175

投資有価証券売却損益（△は益） △3,453 △1,203

売上債権の増減額（△は増加） △1,058 642

棚卸資産の増減額（△は増加） 255 1,342

仕入債務の増減額（△は減少） △93 △1,778

未払消費税等の増減額（△は減少） △231 △162

その他の流動資産の増減額（△は増加） △322 △440

その他の流動負債の増減額（△は減少） △987 △331

その他 73 △260

小計 10,795 12,774

利息及び配当金の受取額 931 967

利息の支払額 △53 △53

法人税等の支払額 △3,922 △3,376

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,751 10,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,134 △2,700

定期預金の払戻による収入 2,152 1,617

有形固定資産の取得による支出 △6,993 △7,766

有形固定資産の売却による収入 309 642

投資有価証券の取得による支出 △133 △97

投資有価証券の売却による収入 3,537 1,326

その他 △361 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,622 △7,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △2,303

長期借入金の返済による支出 △1,000 △1,000

自己株式の取得による支出 △1,230 △1,000

自己株式の処分による収入 229 －

配当金の支払額 △6,106 △5,248

その他 △134 189

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,242 △9,363

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88 1,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,201 △4,999

現金及び現金同等物の期首残高 35,045 30,843

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 30,843 ※ 25,844

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 ３～10年

【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１  連結の範囲に関する事項

連結子会社の数  25社

主要な連結子会社の名称

主要な連結子会社は、MITSUBOSHI BELTING-INDIA PRIVATE LIMITED、MBL (USA) CORPORATION、STARS 

TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LIMITED、MITSUBOSHI OVERSEAS HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED、蘇州三之星機帯科

技有限公司、PT. SEIWA INDONESIA、三ツ星ベルト技研㈱、PT. MITSUBOSHI BELTING INDONESIA、PT. 

MITSUBOSHI BELTING SALES INDONESIA、三ツ星ベルト販賣㈱、三ツ星ベルト工機㈱、上海共星機帯国際貿易有限

公司であります。

２  連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、蘇州三之星機帯科技有限公司及び上海共星機帯国際貿易有限公司の決算日は12月31日である

ため、連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

３  会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

……時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

……移動平均法による原価法。なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引

法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な決算書を基礎として持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

②  デリバティブ

時価法

③  棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

……総平均法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①  有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以後の新規取得建物（附属設備を除く）及び2016年４月１日以後の新規取得建物

附属設備及び構築物、並びに当社及び子会社の特定資産（生産システムの開発・試作事業所用資産）につい

ては、定額法によっております。

また、在外連結子会社については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

②  無形固定資産

定額法

③  リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②  賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③  製品保証引当金

保証期間内に発生する品質保証費用の支出に備えるため、当該費用を個別に見積り算出した額を計上して

おります。

④  株式給付引当金

当社の従業員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見

込み額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①  退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、予測単位積増方式によっております。

②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年～15年）による定額法

により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。

③  小規模企業等における簡便法の採用

一部の国内連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①  製品の販売に係る収益認識

当社グループはベルト、建設資材等の製造及び販売を行っております。これらの製品の販売については製

品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることか

ら、製品の引渡時点で収益を認識しております。

なお、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、製品の出荷

時点で収益を認識しております。

取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で算定してお

ります。

製品の販売に係る取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領してお

り、重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。

②  工事契約に係る収益認識

工事契約において、履行義務が一定の期間にわたり充足される工事については、履行義務の充足に係る進

捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度

に比例していると判断しているため、見積り工事総原価に対する実際原価の割合に基づき、進捗度を算定し

ております。

なお、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

工事契約に係る取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね６か月以内に受領してお

り、重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。
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(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、実質的判断による償却期間の見積りが可能なものはその見積り年数で、その他に

ついては５年間で均等償却することとしております。ただし、発生した金額が僅少な場合には、当該連結会計

年度の損益として処理することにしております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３カ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

前連結会計年度 当連結会計年度

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工
事契約の収益

4,076百万円 2,885百万円

前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 32,227百万円 34,530百万円

無形固定資産（のれん除く） 675百万円 604百万円

のれん 65百万円 42百万円

減損損失 986百万円 932百万円

（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結会

計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度に重要な影響を及ぼすリ

スクがある項目は以下のとおりです。

１  工事契約における収益認識

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除き、履行義

務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行

義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積り工事原価総額に対する発生原価の割合で算定しております。

工事契約は、主に防水シートの敷設作業であり、当該契約上の仕様や過去の実績等を基礎として、材料の数量

や施工単価などの主要な仮定を基に工事原価総額の見積りが行われます。また、当該契約は、基本的な仕様や作

業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得ら

れにくい性質を有しております。

このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事ごとの管理者による

一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなります。

２  固定資産の減損損失の認識の要否

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、減損の兆候があると判断したのれんを含む資産又は資産グループについて減損損失の認識の

判定を実施しており、その際の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定しております。

当該資産又は資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者によって承認された事業

計画の将来キャッシュ・フローの見積りを用いております。事業計画に基づく将来キャッシュ・フローは、主と

して安定・継続した受注による営業収益の拡大等を重要な仮定として見積っております。このような将来キャッ

シュ・フローの見積りについては、将来事象の予測を含む不確実性を伴うものであるため、今後の経過によって

は将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号  2024年９月13日  企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号  2024年９月13日  企業会計基準委員

会）等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

（後発事象に関する会計基準等）

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号  2026年１月９日  企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号  2026年１月９日  企業会計基準委

員会）

(1) 概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定

することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実務指針第１号

「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会

に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の

公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。
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（追加情報）

（株式付与ＥＳＯＰ信託）

当社は、2024年８月に、一定の要件を満たす当社従業員（以下「対象従業員」という。）を対象とした、従業

員向け株式インセンティブ・プランとして、株式交付制度（以下「本制度」という。）を導入しております。

１．本制度の導入について

（１）当社は、2024年５月14日に公表いたしました「'24中期経営計画」において、「変化にぶれない強い企業

体質の確立」を実現するために、人財戦略として、変革を推進する人材の育成に引き続き取り組んでま

いります。

人材の育成にあたっては、「人」の力を最大限に発揮できる各種制度の導入や働きがいのある職場環境

の充実、多様性を尊重した新しい発想、変革を恐れないチャレンジ精神を大切にする企業風土を醸成し

ます。

この度、対象となる従業員に株式交付を行い、従業員の経営参画意識を醸成させ、業績向上に対する貢

献意欲や士気を一層高めることで、従業員エンゲージメントの向上を実現し、当社の持続的な企業価値

の向上に繋げることを目的に本制度を導入しました。

（２）本制度では、株式付与ＥＳＯＰ（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ＥＳＯＰ信託」とい

う。）と称される仕組みを採用しました。

（３）ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ＥＳＯＰ

信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に基づき、対象従業員に交付するものです。

（４）ＥＳＯＰ信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができる

ため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できま

す。また、ＥＳＯＰ信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の

意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。

２．信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において、228百万

円、56,900株、当連結会計年度末において、226百万円、56,283株であります。
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前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

受取手形 5,610百万円 5,000百万円

売掛金 12,303 13,755

契約資産 1,069 904

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

契約負債 793百万円 821百万円

（連結貸借対照表関係）

※１  受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下の

とおりであります。

※２  その他のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。

  前連結会計年度
（自  2024年４月１日

    至  2025年３月31日）

  当連結会計年度
（自  2025年４月１日

    至  2026年３月31日）

荷造運送費 3,318百万円 3,204百万円

従業員給料 6,030 6,358

賞与引当金繰入額 259 291

退職給付費用 258 228

減価償却費 1,102 770

  前連結会計年度
（自  2024年４月１日

    至  2025年３月31日）

  当連結会計年度
（自  2025年４月１日

    至  2026年３月31日）

3,371百万円 3,332百万円

  前連結会計年度
（自  2024年４月１日

    至  2025年３月31日）

  当連結会計年度
（自  2025年４月１日

    至  2026年３月31日）

△82百万円 108百万円

（連結損益計算書関係）

※１  顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、「第５  経理の状況  １  連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項 

（収益認識関係） １  顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※２  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

※４  期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損（△は戻入益）が売上原価に

含まれております。
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場　　所 用　　途 種　　類 減損損失

MITSUBOSHI BELTING-INDIA PRIVATE 

LIMITED（インド国）
ベルト製造設備 機械装置等 986百万円

場　　所 用　　途 種　　類 減損損失

MITSUBOSHI BELTING-INDIA PRIVATE 

LIMITED（インド国）
ベルト製造設備 機械装置等 454百万円

三ツ星ベルト技研㈱（京都府綾部市） ベルト製造設備 機械装置等 250百万円

三ツ星ベルトコンベヤ㈱（愛知県小牧市） ベルト製造設備 機械装置等 104百万円

三ツ星ベルト工機㈱（兵庫県神戸市） プーリ加工設備 機械装置等 61百万円

MBL (USA) CORPORATION（米国） ベルト製造設備 機械装置等 57百万円

三ツ星ベルト樹脂㈱（愛知県小牧市） 樹脂製品製造設備 機械装置等 4百万円

※５  移転補償金

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

一部の連結子会社の本社移転に伴う受取補償金であります。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

該当事項はありません。

※６  減損損失

当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしました。

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

当社グループは、のれんを含む事業用資産については管理上の区分を基準にグルーピングを行っており、営

業活動による収益性が低下し将来キャッシュ・フローに基づく使用価値が見込めないことから、帳簿価額を

回収可能価額まで減額しております。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、機械装置等については、当該資産グループから得られ

る将来キャッシュ・フローが見込めないことから使用価値を零として評価しております。

※７  事業構造改善費用

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

一部の連結子会社における会社清算を目的として発生した特別退職金等であります。
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前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

その他有価証券評価差額金：

当期発生額 △3,003百万円 3,044百万円

組替調整額 △3,453 △1,203

法人税等及び税効果調整前 △6,456 1,841

法人税等及び税効果額 1,706 △578

その他有価証券評価差額金 △4,750 1,262

為替換算調整勘定：

当期発生額 △231 3,352

組替調整額 － －

為替換算調整勘定 △231 3,352

退職給付に係る調整額：

当期発生額 590 22

組替調整額 20 △45

法人税等及び税効果調整前 611 △23

法人税等及び税効果額 △135 4

退職給付に係る調整額 476 △18

その他の包括利益合計 △4,505 4,596

（連結包括利益計算書関係）

※  その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
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当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 31,104 － － 31,104

合計 31,104 － － 31,104

自己株式

普通株式 (注)１，２，３ 2,736 299 77 2,957

合計 2,736 299 77 2,957

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 3,546 125 2024年３月31日 2024年６月28日

2024年11月８日
取締役会

普通株式 2,560 90 2024年９月30日 2024年12月４日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,707 96 2025年３月31日 2025年６月30日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１  普通株式の自己株式の株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産として、日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）が所有している当社株式が含まれております。（当連結会計年度末56,900株）

２  普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議に基づく市場買付による増加241,900株、日本マスタ

ートラスト信託銀行株式会社（信託口）が当社より取得した57,000株及び単元未満株式の買取りによる増

加398株によるものであります。

３  普通株式の自己株式の株式数の減少は、当社が日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）に売却

した57,000株、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少20,443株及び株式付与ＥＳＯＰ信

託に基づく従業員への給付等による減少100株によるものであります。

２  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）2024年11月８日開催の取締役会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式

付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社の株式に対する配当金５百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2025年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社の株式に対する配当金５百万円が含まれております。
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当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 31,104 － － 31,104

合計 31,104 － － 31,104

自己株式

普通株式 (注)１，２，３ 2,957 262 27 3,192

合計 2,957 262 27 3,192

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 2,707 96 2025年３月31日 2025年６月30日

2025年11月10日
取締役会

普通株式 2,540 90 2025年９月30日 2025年12月３日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2026年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,824 101 2026年３月31日 2026年６月29日

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１  普通株式の自己株式の株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託の信託財産として、日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）が所有している当社株式が含まれております。（当連結会計年度末 56,283株）

２  普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議に基づく市場買付による増加 261,900株及び単元未

満株式の買取りによる増加 294株によるものであります。

３  普通株式の自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 26,772株

及び株式付与ＥＳＯＰ信託に基づく従業員への給付等による減少 617株によるものであります。

２  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）１  2025年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社の株式に対する配当金５百万円が含まれております。

２  2025年11月10日開催の取締役会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社の株式に対する配当金５百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

(注)2026年６月26日開催予定の定時株主総会決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社の株式に対する配当金５百万円が含まれております。
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前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

現金及び預金勘定 31,584百万円 27,757百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △740 △1,913

現金及び現金同等物 30,843 25,844

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、国際財務報告基準第16号「リース」適用による在外連結子会社における土地使用権であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

「第５  経理の状況  １  連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項 （連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項）  ３  会計方針に関する事項  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり

であります。

（金融商品関係）

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、銀行借入による

方針です。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信

管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握す

る体制としています。また、外貨建の債権は、為替リスクに晒されていますが、必要に応じて為替予約を利用し

てヘッジしております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株

式であり、定期的に把握された時価が経営会議等に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが１年以内の支払期日であります。また、外貨建債務の一部

は、為替リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。借入金のうち、短

期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として７年以内）は主に設備投資に係る資金

調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、必要に応じて金

利スワップを利用してヘッジしております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券 （*2） 16,000 16,000 －

資産計 16,000 16,000 －

長期借入金 （*3） 3,000 2,975 △24

負債計 3,000 2,975 △24

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券 （*2） 17,718 17,718 －

資産計 17,718 17,718 －

長期借入金 （*3） 2,000 1,981 △18

負債計 2,000 1,981 △18

区分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 79 79

投資事業有限責任組合出資金 109 203

２  金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

（*1）  「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」については、現金であるこ

と又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（*2）  市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。

（*3）  「長期借入金」については、１年内返済予定額を含めております。
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１年以内（百万円）

現金及び預金 31,572

受取手形、売掛金及び契約資産 18,983

合計 50,555

１年以内（百万円）

現金及び預金 27,746

受取手形、売掛金及び契約資産 19,660

合計 47,406

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 2,303 － － － － －

長期借入金 1,000 1,000 1,000 － － －

合計 3,303 1,000 1,000 － － －

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 － － － － － －

長期借入金 1,000 1,000 － － － －

合計 1,000 1,000 － － － －

（注１）  金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

（注２）  短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

３  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 16,000 － － 16,000

資産計 16,000 － － 16,000

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 17,718 － － 17,718

資産計 17,718 － － 17,718

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,975 － 2,975

負債計 － 2,975 － 2,975

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,981 － 1,981

負債計 － 1,981 － 1,981

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

当連結会計年度（2026年３月31日）

（注）  時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券は全て上場株式であり、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定額を含む。）

長期借入金の時価については、借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入において想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 15,985 1,459 14,526

債券 － － －

その他 － － －

小計 15,985 1,459 14,526

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 14 15 △0

債券 － － －

その他 － － －

小計 14 15 △0

合計 16,000 1,475 14,525

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 17,660 1,317 16,342

債券 － － －

その他 － － －

小計 17,660 1,317 16,342

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 58 84 △26

債券 － － －

その他 － － －

小計 58 84 △26

合計 17,718 1,401 16,316

（有価証券関係）

１  その他有価証券

前連結会計年度（2025年３月31日）

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 79百万円）及び投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額 109

百万円）については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（2026年３月31日）

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 79百万円）及び投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額 203

百万円）については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）

株式 3,538 3,453 －

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）

株式 1,326 1,203 －

２  売却したその他有価証券

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

３  減損処理を行った有価証券

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理の対

象とし、30％から50％までのものについては当該会社の資産状況、金額の重要性等を勘案して必要と認められる額

を減損処理の対象としております。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。
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前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

退職給付債務の期首残高 2,062百万円 1,475百万円

勤務費用 169 140

利息費用 123 82

数理計算上の差異の発生額 △590 △22

退職給付の支払額 △94 △93

その他 △194 △26

退職給付債務の期末残高 1,475 1,556

前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 22百万円 25百万円

退職給付費用 3 5

退職給付の支払額 △0 △2

退職給付に係る負債の期末残高 25 28

前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 1,501百万円 1,584百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,501 1,584

退職給付に係る負債 1,501 1,584

連結貸借対照表に計上された負債 1,501 1,584

前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

勤務費用 169百万円 140百万円

利息費用 123 82

数理計算上の差異の費用処理額 12 △45

その他 54 34

簡便法で計算した退職給付費用 3 5

退職給付費用 364 218

（退職給付関係）

１  採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の海外連結子会社で確定拠出型年金制度を導入しております。また、一部の国内連結子会社及び海

外連結子会社は退職一時金制度を設け、一部の国内連結子会社は中小企業退職金共済制度に加入しております。

一部の国内連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し

ております。

２  確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(3) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前連結会計年度

（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度

（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

数理計算上の差異 611百万円 △23百万円

合  計 611 △23

前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

未認識数理計算上の差異 △628百万円 △605百万円

合  計 △628 △605

前連結会計年度

（2025年３月31日）

当連結会計年度

（2026年３月31日）

割引率 2.2％～ 7.1％ 2.2％～ 7.7％

予想昇給率 3.0％～ 9.0％ 3.0％～ 9.0％

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

３  確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度569百万円、当連結会計年度576百万円であ

ります。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産

棚卸資産未実現利益 763百万円 748百万円

退職給付に係る負債 347 357

繰越欠損金 661 429

固定資産未実現利益 263 270

賞与引当金 220 231

減価償却超過額 193 305

投資有価証券 15 4

資産除去債務 98 96

長期未払金 35 71

その他 514 577

繰延税金資産小計 3,113 3,092

評価性引当額 △665 △447

繰延税金資産合計 2,448 2,644

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △4,575 △5,154

海外子会社留保利益 △1,940 △2,114

固定資産圧縮積立金 △244 △236

その他 △404 △416

繰延税金負債合計 △7,165 △7,921

繰延税金負債の純額 △4,717 △5,276

前連結会計年度

 （2025年３月31日）

当連結会計年度

 （2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 1.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.6 △0.7

海外子会社税率差異 △3.6 △4.2

評価性引当額の増減 2.2 1.6

試験研究費等税額控除 △2.7 △3.7

外国子会社配当源泉税 1.7 1.6

その他 0.0 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.5 28.8

（税効果会計関係）

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
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（資産除去債務関係）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。

報告セグメント その他
（注）

合計
国内ベルト 海外ベルト 建設資材 計

地域別

日本 27,712 － 8,011 35,723 5,644 41,368

アジア 426 31,241 9 31,677 27 31,705

米国 － 8,222 80 8,303 2 8,305

その他の地域 － 9,131 － 9,131 － 9,131

顧客との契約から生じる収益 28,138 48,595 8,102 84,835 5,674 90,510

収益認識の時期別

一時点で移転される財 28,138 48,595 4,025 80,759 5,674 86,434

一定の期間にわたり移転され
る財

－ － 4,076 4,076 － 4,076

顧客との契約から生じる収益 28,138 48,595 8,102 84,835 5,674 90,510

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 28,138 48,595 8,102 84,835 5,674 90,510

報告セグメント その他
（注）

合計
国内ベルト 海外ベルト 建設資材 計

地域別

日本 28,427 － 6,550 34,977 5,739 40,717

アジア 548 32,372 15 32,937 22 32,959

米国 － 9,101 203 9,305 3 9,308

その他の地域 － 9,312 － 9,312 0 9,312

顧客との契約から生じる収益 28,975 50,787 6,769 86,532 5,765 92,298

収益認識の時期別

一時点で移転される財 28,975 50,787 3,883 83,647 5,765 89,412

一定の期間にわたり移転され
る財

－ － 2,885 2,885 － 2,885

顧客との契約から生じる収益 28,975 50,787 6,769 86,532 5,765 92,298

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 28,975 50,787 6,769 86,532 5,765 92,298

（収益認識関係）

１  顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

（単位：百万円）

（注）  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エンジ

ニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、サービス事業等を含んでおります。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

（単位：百万円）

（注）  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エンジ

ニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、サービス事業等を含んでおります。

（表示方法の変更）

前連結会計年度において「北米」に含めて表示しておりました「米国」は、当連結会計年度より連結損益計算書の

売上高の10％を超えたため、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度につい

ては、変更後の区分にて組み替えて表示しております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 17,332 17,913

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 17,913 18,756

契約資産（期首残高） 379 1,069

契約資産（期末残高） 1,069 904

契約負債（期首残高） 459 793

契約負債（期末残高） 793 821

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 2,073 2,045

１年超２年以内 1,176 78

２年超３年以内 － 55

３年超 － 55

合計 3,250 2,234

２  顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第５  経理の状況  １  連結財務諸表等  

(1) 連結財務諸表  注記事項 （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） ３  会計方針に関する事項 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３  顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、工事契約について、期末日時点での履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり収益

を認識した対価に対する未請求の当社グループの権利に関するものであり、対価に対する当社グループの権利が無

条件になった時点で顧客との契約から生じる債権に振り替えられます。なお、契約資産は、連結貸借対照表上、流

動資産の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。

契約負債は主に、工事契約に係る顧客からの前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。な

お、契約負債は、連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。

前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、197百万円でありま

す。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、322百万円でありま

す。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想さ

れる契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当該履行義務は、工事契約に関するも

のであり、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま

す。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、ベルト、建設資材等の製造及び販売等の事業活動を行っており、ベルトは、国内においては当

社及び国内連結子会社が、海外においては海外連結子会社がそれぞれ担当しており、取り扱う製品について各地域

の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。建設資材は、取り扱う製品について主として国内の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループのベルト事業は、製造・販売体制を基礎として地域別のセグメントから構成され、建設資

材事業は事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「国内ベルト事業」、「海外ベルト事業」

及び「建設資材事業」の３つを報告セグメントとしております。

「国内ベルト事業」は、日本国内で主として自動車用ベルト・産業機械用ベルト・搬送ベルトなどを製造・販売

しております。「海外ベルト事業」は、海外で主として自動車用ベルト・産業機械用ベルト・ＯＡ機器用ベルトな

どを製造・販売しております。「建設資材事業」は、建築用防水シート・土木用遮水シート及び関連製品を製造・

販売、並びに土木防水工事を行っております。

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための会計処理の方法と同一でありま

す。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額
（注２）

連結損益
計算書
計上額
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高

外部顧客への売上高 28,138 48,595 8,102 84,835 5,674 90,510 － 90,510

セグメント間の内部売上高
又は振替高

14,366 1,889 5 16,262 1,536 17,798 △17,798 －

計 42,505 50,484 8,107 101,097 7,210 108,308 △17,798 90,510

セグメント利益 8,043 3,285 703 12,032 285 12,317 △3,389 8,928

セグメント資産 63,439 57,876 3,662 124,978 5,991 130,970 △2,808 128,161

その他の項目

減価償却費 2,174 2,189 48 4,412 147 4,560 173 4,733

のれん償却額 － － 23 23 － 23 － 23

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

2,835 2,550 12 5,397 375 5,772 233 6,005

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

連結損益
計算書
計上額
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高

外部顧客への売上高 28,975 50,787 6,769 86,532 5,765 92,298 － 92,298

セグメント間の内部売上高
又は振替高

14,257 1,816 0 16,074 2,037 18,112 △18,112 －

計 43,233 52,603 6,770 102,607 7,803 110,410 △18,112 92,298

セグメント利益 7,338 4,474 88 11,902 364 12,266 △3,588 8,678

セグメント資産 70,582 62,807 3,282 136,672 5,547 142,220 △12,335 129,884

その他の項目

減価償却費 2,280 2,011 31 4,324 205 4,530 71 4,602

のれん償却額 － － 23 23 － 23 － 23

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

7,573 1,788 19 9,381 691 10,073 △30 10,042

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エ
ンジニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、サービス事業等を含んでおります。

２  調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△3,389百万円には、セグメント間取引消去663百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△4,052百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
い一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額△2,808百万円には、セグメント間の債権の相殺消去△12,128百万円、各報告セ
グメントに配分していない全社資産27,187百万円及びセグメント間の投資の相殺消去等△17,868百万円
が含まれております。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額233百万円には、本社部門の設備投資額395百万円、親
会社から海外関係会社への設備売上に係る未実現利益の消去額△162百万円が含まれております。

３  セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エ
ンジニアリング ストラクチュラル フォーム、電子材料、サービス事業等を含んでおります。

２  調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△3,588百万円には、セグメント間取引消去636百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△4,224百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな
い一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額△12,335百万円には、セグメント間の債権の相殺消去△14,101百万円、各報告
セグメントに配分していない全社資産19,498百万円及びセグメント間の投資の相殺消去等△17,732百万
円が含まれております。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△30百万円には、本社部門の設備投資額143百万円、親
会社から海外関係会社への設備売上に係る未実現利益の消去額△174百万円が含まれております。

３  セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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日本 アジア 米国 その他の地域 計

41,368 31,705 8,305 9,131 90,510

日本 アジア その他の地域 計

20,350 10,071 1,806 32,227

日本 アジア 米国 その他の地域 計

40,717 32,959 9,308 9,312 92,298

日本 アジア その他の地域 計

23,312 9,492 1,724 34,530

【関連情報】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（表示方法の変更）

前連結会計年度において「北米」に含めて表示しておりました「米国」は、当連結会計年度より連結損益計算書

の売上高の10％を超えたため、独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度に

ついては、変更後の区分にて組み替えて表示しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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（単位：百万円）

国内ベルト 海外ベルト 建設資材 その他 全社・消去 合計

減損損失 － 986 － － － 986

（単位：百万円）

国内ベルト 海外ベルト 建設資材 その他 全社・消去 合計

減損損失 421 511 － － － 932

国内ベルト 海外ベルト 建設資材 その他 全社・消去 合計

当期償却額 － － 23 － － 23

当期末残高 － － 65 － － 65

国内ベルト 海外ベルト 建設資材 その他 全社・消去 合計

当期償却額 － － 23 － － 23

当期末残高 － － 42 － － 42

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）

（単位：百万円）

当連結会計年度（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）

（単位：百万円）

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

該当事項はありません。

項目 前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 3,403円14銭 3,640円75銭

１株当たり当期純利益 320円25銭 263円35銭

前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 95,786 101,619

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 95,786 101,619

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
28,146 27,911

前連結会計年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当連結会計年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
9,060 7,392

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
9,060 7,392

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,291 28,069

（１株当たり情報）

（注）１  潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

４  株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めております（前連結会計年度56,900株、当連結会計年度56,283株）。また、「１

株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前連

結会計年度37,973株、当連結会計年度56,656株）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,303 － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,000 1,000 0.43 －

１年以内に返済予定のリース債務 152 158 6.14 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 2,000 1,000 0.43
2027年４月１日～

2028年２月29日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 220 151 6.14
2027年４月１日～

2031年２月28日

その他有利子負債

長期預り保証金
393 364 0.20 －

合計 6,069 2,674 － －

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 1,000 － － －

リース債務 114 29 6 1

【借入金等明細表】

（注）１  平均利率は期末加重平均利率によっております。

２  長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予

定額は以下のとおりであります。なお、長期預り保証金は連結決算日後５年内の返済期限が明確になって

いないため、記載を省略しております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高（百万円） 45,868 92,298

税金等調整前中間（当期）

純利益（百万円）
5,445 10,388

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益（百万円）
3,870 7,392

１株当たり中間（当期）

純利益（円）
137.45 263.35

(2)【その他】

当連結会計年度における半期情報等
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,504 5,658

受取手形、売掛金及び契約資産 ※ 17,921 ※ 18,102

商品及び製品 3,482 3,401

仕掛品 1,304 1,390

原材料及び貯蔵品 468 599

短期貸付金 ※ 1,120 ※ 929

その他 ※ 1,270 ※ 1,814

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 39,068 31,891

固定資産

有形固定資産

建物 5,156 9,112

構築物 568 667

機械及び装置 2,168 3,030

車両運搬具及び工具器具備品 1,451 1,493

土地 3,610 3,610

建設仮勘定 3,468 1,318

有形固定資産合計 16,424 19,233

無形固定資産

ソフトウエア 264 501

その他 302 15

無形固定資産合計 567 516

投資その他の資産

投資有価証券 16,132 17,974

関係会社株式 17,401 17,279

長期貸付金 ※ 770 ※ 1,198

その他 240 265

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 34,536 36,708

固定資産合計 51,528 56,458

資産合計 90,596 88,350

２【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※ 542 ※ 356

買掛金 ※ 11,124 ※ 9,608

短期借入金 2,303 -

１年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払金 ※ 2,575 ※ 2,630

未払費用 602 621

未払法人税等 1,274 119

預り金 ※ 2,554 ※ 4,330

賞与引当金 446 452

製品保証引当金 192 -

設備関係支払手形 202 105

その他 327 496

流動負債合計 23,144 19,722

固定負債

長期借入金 2,000 1,000

繰延税金負債 4,326 4,857

株式給付引当金 72 144

その他 647 629

固定負債合計 7,046 6,631

負債合計 30,191 26,354

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金

資本準備金 2,037 2,037

その他資本剰余金 182 221

資本剰余金合計 2,220 2,258

利益剰余金

その他利益剰余金

価格変動準備金 150 150

海外投資等損失準備金 258 258

固定資産圧縮積立金 532 513

別途積立金 2,019 2,019

繰越利益剰余金 43,087 44,375

利益剰余金合計 46,047 47,316

自己株式 △5,960 △6,906

株主資本合計 50,457 50,818

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,948 11,177

評価・換算差額等合計 9,948 11,177

純資産合計 60,405 61,996

負債純資産合計 90,596 88,350
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

売上高 ※２ 48,875 ※２ 48,534

売上原価 ※２ 37,520 ※２ 39,224

売上総利益 11,354 9,309

販売費及び一般管理費 ※１ 7,907 ※１ 8,022

営業利益 3,446 1,286

営業外収益

受取利息及び配当金 ※２ 3,033 ※２ 3,804

その他 ※２ 1,882 ※２ 2,270

営業外収益合計 4,915 6,074

営業外費用

支払利息 ※２ 60 ※２ 71

その他 ※２ 1,015 ※２ 559

営業外費用合計 1,076 630

経常利益 7,285 6,730

特別利益

投資有価証券売却益 3,453 1,199

特別利益合計 3,453 1,199

特別損失

関係会社株式評価損 - 122

その他 - 2

特別損失合計 - 124

税引前当期純利益 10,739 7,805

法人税、住民税及び事業税 2,398 1,321

法人税等調整額 75 △32

法人税等合計 2,473 1,288

当期純利益 8,265 6,516

②【損益計算書】
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

価格変動
準備金

海外投資
等損失
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,150 2,037 － 2,037 150 258 558 2,019 40,901 43,887

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △25 25 －

剰余金の配当 △6,106 △6,106

当期純利益 8,265 8,265

自己株式の取得

自己株式の処分 182 182

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 182 182 － － △25 － 2,185 2,159

当期末残高 8,150 2,037 182 2,220 150 258 532 2,019 43,087 46,047

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・
換算差額等

合計

当期首残高 △4,868 49,207 14,698 14,698 63,905

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △6,106 △6,106

当期純利益 8,265 8,265

自己株式の取得 △1,230 △1,230 △1,230

自己株式の処分 138 320 320

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△4,750 △4,750 △4,750

当期変動額合計 △1,092 1,250 △4,750 △4,750 △3,500

当期末残高 △5,960 50,457 9,948 9,948 60,405

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

価格変動
準備金

海外投資
等損失
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,150 2,037 182 2,220 150 258 532 2,019 43,087 46,047

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △19 19 －

剰余金の配当 △5,248 △5,248

当期純利益 6,516 6,516

自己株式の取得

自己株式の処分 38 38

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 38 38 － － △19 － 1,288 1,268

当期末残高 8,150 2,037 221 2,258 150 258 513 2,019 44,375 47,316

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・
換算差額等

合計

当期首残高 △5,960 50,457 9,948 9,948 60,405

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △5,248 △5,248

当期純利益 6,516 6,516

自己株式の取得 △1,000 △1,000 △1,000

自己株式の処分 55 93 93

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

1,228 1,228 1,228

当期変動額合計 △945 361 1,228 1,228 1,590

当期末残高 △6,906 50,818 11,177 11,177 61,996

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１  資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

……移動平均法による原価法。なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取

引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な決算書を基礎として持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ……時価法

(3) 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

……総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２  固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以後の新規取得建物（附属設備を除く）及び2016年４月１日以後の新規取得建物附

属設備及び構築物、並びに子会社賃貸資産のうち特定の資産については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物            10～50年

機械装置及び運搬具        ３～９年

(2) 無形固定資産

定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 製品保証引当金

保証期間内に発生する品質保証費用の支出に備えるため、当該費用を個別に見積り算出した額を計上しており

ます。

(4) 株式給付引当金

当社の従業員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込み額に

基づき計上しております。

- 104 -



４  収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 製品の販売に係る収益認識

当社はベルト、建設資材等の製造及び販売を行っております。これらの製品の販売については製品の引渡時点

において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品の引渡時

点で収益を認識しております。

なお、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、製品の出荷時点

で収益を認識しております。

取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で算定しておりま

す。

製品の販売に係る取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領しており、

重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。

(2) 工事契約に係る収益認識

工事契約において、履行義務が一定の期間にわたり充足される工事については、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例し

ていると判断しているため、見積り工事総原価に対する実際原価の割合に基づき、進捗度を算定しております。

なお、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

工事契約に係る取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね６か月以内に受領しており、

重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。

前事業年度 当事業年度

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工
事契約の収益

3,658百万円 2,311百万円

（重要な会計上の見積り）

会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の

財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は

以下のとおりです。

１  工事契約における収益認識

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

工事契約において、一定の期間にわたり充足される履行義務については、期間がごく短い工事を除き、履行義

務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行

義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積り工事原価総額に対する発生原価の割合で算定しております。

工事契約は、主に防水シートの敷設作業であり、当該契約上の仕様や過去の実績等を基礎として、材料の数量

や施工単価などの主要な仮定を基に工事原価総額の見積りが行われます。また、当該契約は、基本的な仕様や作

業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得ら

れにくい性質を有しております。

このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事ごとの管理者による

一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなります。

（追加情報）

（株式付与ＥＳＯＰ信託）

連結財務諸表の「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

短期金銭債権 14,510百万円 15,030百万円

長期金銭債権 765 1,195

短期金銭債務 8,572 9,277

（貸借対照表関係）

※  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

  前事業年度
（自  2024年４月１日

    至  2025年３月31日）

  当事業年度
（自  2025年４月１日

    至  2026年３月31日）

荷造運送費 1,701百万円 1,755百万円

従業員給料 1,473 1,532

賞与引当金繰入額 210 217

退職給付費用 122 124

減価償却費 453 366

販売費に属する費用のおおよその割合 51％ 53％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 49 47

前事業年度
（自  2024年４月１日

至  2025年３月31日）

当事業年度
（自  2025年４月１日

至  2026年３月31日）

営業取引による取引高

売上高 30,195百万円 31,681百万円

仕入高 13,185 13,476

営業取引以外の取引による取引高 4,409 5,131

（損益計算書関係）

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２  関係会社との取引高
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区分 前事業年度（百万円） 当事業年度（百万円）

子会社株式 17,401 17,279

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産

投資有価証券 4百万円 4百万円

関係会社株式 126 164

賞与引当金 136 142

資産除去債務 98 96

その他 423 401

繰延税金資産小計 788 809

評価性引当額 △166 △165

繰延税金資産合計 622 643

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △4,574 △5,137

固定資産圧縮積立金 △244 △236

その他 △128 △126

繰延税金負債合計 △4,948 △5,500

繰延税金負債の純額 △4,326 △4,857

前事業年度
（2025年３月31日）

当事業年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6% 30.6%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7 1.3

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.0 △12.2

評価性引当額の増減 △1.2 △0.0

試験研究費等税額控除 △3.1 △4.6

その他 2.0 1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.0 16.5

（税効果会計関係）

1  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「第５  経理の状況  １  連結財務

諸表等  (1) 連結財務諸表  注記事項 （収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して

おります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額

有形固定

資産

建物 5,156 ※１ 4,397 11 429 9,112 11,716

構築物 568 ※２ 156 0 58 667 1,400

機械及び装置 2,168 ※３ 1,678 57 758 3,030 10,152

車両運搬具及び

工具器具備品
1,451 ※４ 593 1 549 1,493 8,590

土地 3,610 － － － 3,610 －

建設仮勘定 3,468 4,566 ※５ 6,717 － 1,318 －

計 16,424 11,393 6,788 1,796 19,233 31,859

無形固定

資産

ソフトウエア 264 375 － 138 501 －

ソフトウエア仮勘定 287 88 ※５ 375 － － －

その他 15 0 0 0 15 －

計 567 464 375 139 516 －

※１  名古屋工場 物流棟建屋 3,607百万円

      四国工場 施設棟建屋 303百万円

※２  名古屋工場 正門、物流棟周辺外構整備 124百万円

※３  四国工場 ベルト製造設備 1,148百万円

太陽光発電システム 142百万円

      名古屋工場 太陽光発電システム 113百万円

※４  綾部事業所 試験設備 340百万円

※５  各資産科目への振替額であります。

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

（注）１  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

２  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 13 13 13 13

賞与引当金 446 452 446 452

製品保証引当金 192 － 192 －

株式給付引当金 72 144 72 144

【引当金明細表】

（単位：百万円）

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)【その他】

該当事項はありません。
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事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・

買増し

取扱場所
（特別口座）

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  大阪証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ―――

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

電子公告のＵＲＬ  https://www.mitsuboshi.com/stockholder/denshi_koukoku.html

株主に対する特典 なし

第６【提出会社の株式事務の概要】

（注）  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 単元未満株式の買増請求をする権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

(1) 有価証券報告書及びその

添付書類並びに確認書

事業年度

（第110期）

自  2024年４月１日

至  2025年３月31日

2025年６月27日

関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその

添付書類

2025年６月27日

関東財務局長に提出

(3) 半期報告書及び確認書 （第111期中） 自  2025年４月１日

至  2025年９月30日

2025年11月13日

関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会にお

ける議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2025年６月30日

関東財務局長に提出

(5) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自  2025年11月11日

至  2025年11月30日

2025年12月12日

関東財務局長に提出

報告期間 自  2025年12月１日

至  2025年12月31日

2026年１月14日

関東財務局長に提出

報告期間 自  2026年１月１日

至  2026年１月31日

2026年２月９日

関東財務局長に提出

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年６月24日

三ツ星ベルト株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 松    浦          大

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 栗    原    裕    幸

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている三ツ星ベルト株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三ツ

星ベルト株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子

会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。



一定の期間にわたり認識する収益における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項（収益認識関係）「１顧客との契約から生

じる収益を分解した情報」に記載のとおり、一定の期

間にわたり充足される履行義務に係る工事契約の収益

は、2,885百万円であり、このうち、親会社である三ツ

星ベルト株式会社が計上した額は2,311百万円である。

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとお

り、工事契約において、一定の期間にわたり充足され

る履行義務については、期間がごく短い工事を除き、

履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に

基づき一定の期間にわたり収益 を認識している。ま

た、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見

積り工事原価総額に対する発生原価の割合で算定して

いる。

工事契約は、主に防水シートの敷設作業であり、当

該契約上の仕様や過去の実績等を基礎として、材料の

数量や施工単価などの主要な仮定を基に工事原価総額

の見積りが行われる。また、当該契約は、基本的な仕

様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることか

ら、工事原価総額の見積りにあたっては画一的な判断

尺度を得られにくい。

このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する

専門的な知識と施工経験を有する工事ごとの管理者に

よる一定の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとな

る。

以上から、当監査法人は、親会社における工事契約

において、一定の期間にわたり認識する収益における

工事原価総額の見積りが、当連結会計年度の連結財務

諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検

討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり認識する収益に

おける工事原価総額の見積りの検討にあたり、主に以

下の監査手続を実施した。

工事契約ごとの引合い見積経過表（工事の原価管理

のために作成し承認された予算書）策定プロセスに関

連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、

主に以下の内部統制に焦点を当てて評価を実施した。

・  工事原価総額の見積りの基礎となる引合い見積経

過表が専門知識を有する工事担当者により作成さ

れ、必要な承認により信頼性を確保するための統

制

一定の期間にわたり収益を認識する工事契約ごとの

工事原価総額の見積りの妥当性を評価するために、主

に以下の手続を実施した。

・  工事内容の理解及び作業内容の変更の有無を把握

するため、一定の期間にわたり収益を認識する工

事契約に関する契約書の閲覧を実施するととも

に、必要に応じて、工事ごとの管理者に対する質

問を実施した。

・  前期からの一定の期間にわたり収益を認識する工

事案件における完了工事について、前期末時点の

工事原価総額の見積りと確定額を比較することに

よって、工事原価総額の見積りプロセスの評価を

行った。

・  一定金額以上の工事契約については、工事原価総

額の見積りに当たって採用された主要な仮定の適

切性を評価するため、その根拠について工事ごと

の管理者に対して質問し、関連資料との照合を実

施した。

・  工事原価総額の見積りが、引合い見積経過表に反

映されているかどうかについて、工事ごとの管理

者への質問、閲覧を行った。

・  引合い見積経過表に記載されている工事原価総額

の見積りが、会計数値に反映されているかどうか

について、引合い見積経過表と工事の進捗率の算

定シートを突合した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。



※１  上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２  ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、三ツ星ベルト株式会社の2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三ツ星ベルト株式会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上

の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査の状

況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上



独立監査人の監査報告書

2026年６月24日

三ツ星ベルト株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 松    浦          大

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 栗    原    裕    幸

一定の期間にわたり認識する収益における工事原価総額の見積り

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（一定の期間にわたり認識する収益におけ

る工事原価総額の見積り）と同一内容であるため、記載を省略している。

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三ツ星ベルト株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第111期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三ツ星ベ

ルト株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す



※１  上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２  ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長池田浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の

公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実

施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整

備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2026年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ

た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該

統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその

発生可能性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社25社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏

まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、会社及び連結子会社の主な事業はベルト製品の製造及び販売

であることから、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切であると判断しております。全社的な内部統

制の評価結果が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後)の金額と

質的重要性を勘案し、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として

おります。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産

に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点

をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロ

セスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大

きい業務プロセスとして、固定資産の減損に係るプロセス等を評価対象に追加しております。

３【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４【付記事項】

該当事項はありません。

５【特記事項】

該当事項はありません。
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１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長池田浩は、当社の第111期（自  2025年４月１日  至  2026年３月31日）の有価証券報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。


